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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　白色光の波長帯域における情報を有した被写体像を含む、白色光の波長帯域の光を撮像
素子で検出することにより得られた画像を第１の画像として取得する第１画像取得部と、
　特定の波長帯域における情報を有した被写体像を含む、特定の波長帯域の光を撮像素子
で検出することにより得られた画像を第２の画像として取得する第２画像取得部と、
　前記第２の画像内の画素の特徴量に基づいて、注目すべき領域の候補である注目候補領
域を検出する注目候補領域検出部と、
　検出された前記注目候補領域が注目領域であることの確からしさを示す信頼度を算出す
る信頼度算出部と、
　算出された前記信頼度に応じて、出力画像の表示態様を設定する処理を行う表示態様設
定部と、
　を含み、
　前記表示態様設定部は、
　算出された前記信頼度と前記第１の画像に基づいて、前記第１の画像の加工処理を行う
加工部を含み、
　前記表示態様設定部は、
　前記注目候補領域のうち、前記信頼度が高いと判定された前記注目領域に対応する前記
第１の画像内の領域を対応注目領域として設定し、前記対応注目領域に関して、前記加工
処理を行い、
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　前記加工部は、
　前記加工処理として、前記信頼度に基づいて前記第１の画像と前記第２の画像との合成
処理を行うことで前記出力画像の表示態様を設定することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記表示態様設定部は、
　前記対応注目領域の視認性を高める表示態様設定処理を行うことを特徴とする画像処理
装置。
【請求項３】
　請求項１において、
　前記加工部は、
　前記信頼度が高いと判断された前記注目候補領域に対応する前記第１の画像内の領域を
前記対応注目領域として設定し、前記対応注目領域の視認性を高める加工処理を行うこと
を特徴とする画像処理装置。
【請求項４】
　請求項１において、
　前記信頼度算出部は、
　検出された前記注目候補領域のサイズに基づいて、前記信頼度を算出することを特徴と
する画像処理装置。
【請求項５】
　請求項１において、
　前記信頼度算出部は、
　検出された前記注目候補領域内の画素の特徴量に基づいて、前記信頼度を算出すること
を特徴とする画像処理装置。
【請求項６】
　請求項１において、
　前記注目候補領域検出部は、
　前記第２の画像を複数の局所領域に分割する局所領域設定部と、
　前記複数の局所領域の各局所領域内の画素の情報を用いて、前記各局所領域での特徴量
を算出する特徴量算出部を含み、
　前記注目候補領域検出部は、
　算出された前記各局所領域の特徴量に基づいて、前記注目候補領域を検出することを特
徴とする画像処理装置。
【請求項７】
　請求項１において、
　前記注目候補領域検出部は、
　前記第１の画像を複数の局所領域に分割する局所領域設定部と、
　前記複数の局所領域の各局所領域内の画素に対応する、第２の画像内の画素の情報を用
いて、前記各局所領域での特徴量を算出する特徴量算出部を含み、
　前記注目候補領域検出部は、
　算出された前記各局所領域の特徴量に基づいて、前記注目候補領域を検出することを特
徴とする画像処理装置。
【請求項８】
　請求項６又は７において、
　前記注目候補領域検出部は、
　算出された前記各局所領域の特徴量と所与の閾値とを局所領域毎に比較し、比較結果に
応じて、複数の局所領域を複数のグループに分類する分類部を含み、
　前記注目候補領域検出部は、前記複数のグループのうち少なくとも１つのグループに分
類された局所領域と、当該局所領域に隣接する局所領域群を含む領域を前記注目候補領域
として検出することを特徴とする画像処理装置。
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【請求項９】
　請求項１において、
　前記注目候補領域検出部は、
　前記第２の画像に含まれる画素の情報を用いて、各画素の特徴量を算出する特徴量算出
部を含み、
　前記注目候補領域検出部は、
　算出された前記各画素の特徴量に基づいて、注目すべき注目画素を検出し、検出された
前記注目画素を少なくとも含む領域を前記注目候補領域として検出することを特徴とする
画像処理装置。
【請求項１０】
　請求項９において、
　前記注目候補領域は、
　検出された前記注目画素と、非注目画素の中から選択された画素である選択非注目画素
とを含み、
　前記非注目画素は、
　前記第２の画像に含まれる画素であって前記注目画素として検出されなかった画素であ
ることを特徴とする画像処理装置。
【請求項１１】
　請求項１０において、
　前記注目候補領域検出部は、
　前記注目画素と前記選択非注目画素により構成される前記注目候補領域が、所定の図形
を形成するように、前記選択非注目画素を選択することを特徴とする画像処理装置。
【請求項１２】
　請求項１において、
　前記加工部は、
　前記信頼度が高いと判断された前記注目候補領域に対応する、前記第１の画像内の領域
を前記対応注目領域として設定し、前記対応注目領域の視認性を高める輝度変換処理を、
合成処理後の画像に対して行うことを特徴とする画像処理装置。
【請求項１３】
　請求項１において、
　前記加工部は、
　合成処理後の画像の前記対応注目領域以外の領域に対して輝度変換処理を行うことを特
徴とする画像処理装置。
【請求項１４】
　請求項１３において、
　前記加工部は、
　前記対応注目領域以外の領域に含まれる画素の輝度を低減することで、前記輝度変換処
理を行うことを特徴とする画像処理装置。
【請求項１５】
　請求項１において、
　前記加工部は、
　前記信頼度が高いと判断された前記注目候補領域に対応する、前記第１の画像内の領域
を前記対応注目領域として設定し、前記対応注目領域の視認性を高める合成処理を行うこ
とを特徴とする画像処理装置。
【請求項１６】
　請求項１において、
　前記加工部は、
　検出された前記注目候補領域に対して、注目すべき度合いを示す注目情報を設定する注
目情報設定部と、
　設定された前記注目情報が示す注目度合いに応じて、前記注目候補領域内の前記第２の
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画像の画素の画素値と、前記対応注目領域内の前記第１の画像の画素の画素値との合成比
を設定する合成比設定部を含み、
　前記加工部は、
　前記対応注目領域内の前記第１の画像の画素の画素値に対し、前記注目候補領域内の前
記第２の画像の画素の画素値を、設定された前記合成比にしたがって合成する合成処理を
行うことを特徴とする画像処理装置。
【請求項１７】
　請求項１において、
　前記第１の画像を識別する第１の識別情報と、前記第２の画像を識別する第２の識別情
報とに基づいて、前記第１の画像と前記第２の画像とを対応付ける対応付け部を含むこと
を特徴とする画像処理装置。
【請求項１８】
　請求項１７において、
　前記第１画像取得部は、
　白色光源を用いた撮像により前記第１の画像を取得し、
　前記第２画像取得部は、
　前記特定の波長帯域を有する光源を用いた撮像により前記第２の画像を取得し、
　前記第１の識別情報は、
　前記第１の画像を撮像したタイミングの情報であり、
　前記第２の識別情報は、
　前記第２の画像を撮像したタイミングの情報であり、
　前記対応付け部は、
　前記第１の画像を撮像したタイミングと前記第２の画像を撮像したタイミングとが時間
的に近い前記第１の画像と前記第２の画像とを対応付けることを特徴とする画像処理装置
。
【請求項１９】
　請求項１において、
　前記特定の波長帯域は、
　前記白色光の波長帯域よりも狭い帯域であることを特徴とする画像処理装置。
【請求項２０】
　請求項１９において、
　前記第１の画像および前記第２の画像は生体内を写した生体内画像であり、
　前記生体内画像に含まれる前記特定の波長帯域は、血液中のヘモグロビンに吸収される
波長の波長帯域であることを特徴とする画像処理装置。
【請求項２１】
　請求項２０において、
　前記波長帯域は、３９０ナノメータ～４４５ナノメータ、または５３０ナノメータ～５
５０ナノメータであることを特徴とする画像処理装置。
【請求項２２】
　請求項１において、
　前記第１の画像および前記第２の画像は生体内を写した生体内画像であり、
　前記生体内画像に含まれる前記特定の波長帯域は、蛍光物質が発する蛍光の波長帯域で
あることを特徴とする画像処理装置。
【請求項２３】
　請求項２２において、
　前記特定の波長帯域は、４９０ナノメータ～６２５ナノメータの波長帯域であることを
特徴とする画像処理装置。
【請求項２４】
　請求項１において、
　前記第１の画像および前記第２の画像は生体内を写した生体内画像であり、
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　前記生体内画像に含まれる前記特定の波長帯域は、赤外光の波長帯域であることを特徴
とする画像処理装置。
【請求項２５】
　請求項２４において、
　前記波長帯域は、７９０ナノメータ～８２０ナノメータ、または９０５ナノメータ～９
７０ナノメータの波長帯域であることを特徴とする画像処理装置。
【請求項２６】
　請求項１乃至２５のいずれかに記載の画像処理装置を含むことを特徴とする電子機器。
【請求項２７】
　生体内の被写体に対し、白色光を照射する第１の光源と、
　生体内の被写体に対し、特定の波長帯域の光を照射する第２の光源と、
　前記第１の光源の照射によって、白色光の波長帯域における情報を有した被写体像を含
む、白色光の波長帯域の光を撮像素子で検出することにより得られた画像を第１の生体内
画像として取得する第１画像取得部と、
　前記第２の光源の照射によって、特定の波長帯域における情報を有した被写体像を含む
、特定の波長帯域の光を撮像素子で検出することにより得られた画像を第２の生体内画像
として取得する第２画像取得部と、
　前記第２の生体内画像内の画素の特徴量に基づいて、注目領域の候補である注目候補領
域を検出する注目候補領域検出部と、
　検出された前記注目候補領域が前記注目領域であることの確からしさを示す信頼度を算
出する信頼度算出部と、
　算出された前記信頼度に応じて、出力画像の表示態様を設定する処理を行う表示態様設
定部と、
　設定された前記表示態様にしたがって前記出力画像を表示する表示部と、
　を含み、
　前記表示態様設定部は、
　算出された前記信頼度と前記第１の生体内画像に基づいて、前記第１の生体内画像の加
工処理を行う加工部を含み、
　前記表示態様設定部は、
　前記注目候補領域のうち、前記信頼度が高いと判定された前記注目領域に対応する前記
第１の生体内画像内の領域を対応注目領域として設定し、前記対応注目領域に関して、前
記加工処理を行い、
　前記加工部は、
　前記加工処理として、前記信頼度に基づいて前記第１の生体内画像と前記第２の生体内
画像との合成処理を行うことで前記出力画像の表示態様を設定することを特徴とする内視
鏡システム。
【請求項２８】
　白色光の波長帯域における情報を有した被写体像を含む、白色光の波長帯域の光を撮像
素子で検出することにより得られた画像を第１の画像として取得する第１画像取得部と、
　特定の波長帯域における情報を有した被写体像を含む、特定の波長帯域の光を撮像素子
で検出することにより得られた画像を第２の画像として取得する第２画像取得部と、
　前記第２の画像内の画素の特徴量に基づいて、注目すべき領域の候補である注目候補領
域を検出する注目候補領域検出部と、
　検出された前記注目候補領域が注目領域であることの確からしさを示す信頼度を算出す
る信頼度算出部と、
　算出された前記信頼度に応じて、出力画像の表示態様を設定する処理を行う表示態様設
定部として、
　コンピューターを機能させ、
　前記表示態様設定部は、
　算出された前記信頼度と前記第１の画像に基づいて、前記第１の画像の加工処理を行う
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加工部を含み、
　前記表示態様設定部は、
　前記注目候補領域のうち、前記信頼度が高いと判定された前記注目領域に対応する前記
第１の画像内の領域を対応注目領域として設定し、前記対応注目領域に関して、前記加工
処理を行い、
　前記加工部は、
　前記加工処理として、前記信頼度に基づいて前記第１の画像と前記第２の画像との合成
処理を行うことで前記出力画像の表示態様を設定することを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置、電子機器、内視鏡システム及びプログラム等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、体腔内の組織に対して回転フィルタを用いてＲ１、Ｇ１、Ｂ１の３色の光を順次
照射し、それらの反射光画像から作成した画像（通常光画像）を用いて診断を行う面順次
式の内視鏡システムが広く使用されている。さらに、体腔内の組織に対して前述の３色の
光とは特性が異なる２種類の狭帯域光Ｇ２とＢ２を順次照射し、それらの反射光画像から
作成した狭帯域画像を用いて診断を行う内視鏡システムが提案されている（例えば、特許
文献１）。また、体腔内の組織に対して狭帯域の励起光を照射し、励起光により組織から
発生する自家蛍光もしくは薬剤蛍光を取得して作成した蛍光画像を用いて診断を行う内視
鏡システムが提案されている（例えば特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－６８１１３号公報
【特許文献２】特開２００７－２２９０５３号公報
【特許文献３】特開２０００―１１５５５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述の特許文献１のような狭帯域画像を取得する内視鏡システムを用いて診断を行うこ
とで、例えば通常光観察による視認が困難な扁平上皮癌等の病変部が、正常部とは異なる
褐色の領域として描出されるため、その発見が容易になることが知られている。
【０００５】
　また、上述の特許文献２のような蛍光画像を取得する内視鏡システムを用いて診断を行
う場合は、腫瘍等の病変部に特異的に集積する性質を持つ蛍光薬剤を使用することで、腫
瘍等の病変部だけが蛍光を発生することでその発見が容易になる。
【０００６】
　しかしこれらの狭帯域画像や蛍光画像（これらを合わせて特殊光画像と呼ぶ）は、一般
的に通常光画像と比較してかなり異なる色味を有しており、さらに照明光が不足するため
非常に暗い画像となるため、特殊光画像のみを用いて診断を行うことは難しい。
【０００７】
　このような理由から、ドクターの診断精度を向上するために、例えば通常光画像と特殊
光画像を同時に取得して表示することが考えられる。しかしながら、これらの画像を並べ
て同時に表示すると、ドクターが常時複数の画像に注目しながら診断を行うこととなり、
ドクターの負荷が高くなる。また、一時的に１つの画像のみに注目してしまうことで病変
部を見逃すことも考えられる。
【０００８】
　本発明の幾つかの態様によれば、白色光の波長領域に対応する第１の画像と特定の波長
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領域に対応する第２の画像を取得して、出力画像の適切な表示態様を設定できる画像処理
装置、内視鏡システム及びプログラム等を提供できる。また本発明の幾つかの態様によれ
ば、第１の画像と第２の画像を用いた診断を行う際のドクターの負荷等を低減しながら病
変部の見逃し等を抑止する画像処理装置、内視鏡システム及びプログラム等を提供できる
。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一態様は、白色光の波長帯域における情報を有した被写体像を含む画像を第１
の画像として取得する第１画像取得部と、特定の波長帯域における情報を有した被写体像
を含む画像を第２の画像として取得する第２画像取得部と、前記第２の画像内の画素の特
徴量に基づいて、注目すべき領域の候補である注目候補領域を検出する注目候補領域検出
部と、検出された前記注目候補領域が注目領域であることの確からしさを示す信頼度を算
出する信頼度算出部と、算出された前記信頼度に応じて、出力画像の表示態様を設定する
処理を行う表示態様設定部と、を含む画像処理装置に関係する。
【００１０】
　本発明の一態様では、白色光の波長帯域に対応する第１の画像と、特定の波長帯域に対
応する第２の画像が取得され、第２の画像の特徴量に基づいて注目候補領域が検出される
。そして信頼度算出部により信頼度を加味した上で表示態様が設定されるため、信頼度が
ない場合に比べより適切な表示態様を設定できる。
【００１１】
　本発明の他の態様は、生体内の被写体に対し白色光を照射する第１の光源と、生体内の
被写体に対し、特定の波長帯域の光を照射する第２の光源と、前記第１の光源の照射によ
って、白色光の波長帯域における情報を有した被写体像を含む画像を第１の生体内画像と
して取得する第１画像取得部と、前記第２の光源の照射によって、特定の波長帯域におけ
る情報を有した被写体像を含む画像を第２の生体内画像として取得する第２画像取得部と
、前記第２の生体内画像内の画素の特徴量に基づいて、注目領域の候補である注目候補領
域を検出する注目候補領域検出部と、前記検出された注目候補領域が前記注目領域である
ことの確からしさを示す信頼度を算出する信頼度算出部と、前記算出された信頼度に応じ
て、出力画像の表示態様を設定する処理を行う表示態様設定部と、前記設定された表示態
様にしたがって前記出力画像を表示する表示部と、を含む内視鏡システムに関係する。
【００１２】
　本発明の他の態様によれば、第１の生体内画像と第２の生体内画像を取得し、第２の画
像の特徴量に基づいて注目候補領域を検出する。そして信頼度算出部により信頼度を加味
した上で表示態様を設定するため、信頼度がない場合に比べより適切な表示態様を設定す
ることができ、設定された表示態様に従い表示部に表示を行う内視鏡システムを実現でき
る。
【００１３】
　本発明の他の態様は、白色光の波長帯域における情報を有した被写体像を含む画像を第
１の画像として取得する第１画像取得部と、特定の波長帯域における情報を有した被写体
像を含む画像を第２の画像として取得する第２画像取得部と、前記第２の画像内の画素の
特徴量に基づいて、注目すべき領域である注目領域を検出する注目領域検出部と、前記注
目領域に対応する出力画像の対応注目領域に、前記注目領域の検出の結果に関する情報を
発するアラート領域を表示する処理を行う表示態様設定部と、を含む画像処理装置に関係
する。
【００１４】
　本発明の他の態様によれば、第１の画像と第２の画像を取得し、第２の画像の特徴量に
基づいて注目領域を検出する。そして対応注目領域にアラート領域を表示することで、対
応注目領域が際だった出力画像を表示態様として設定することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
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【図１】図１（Ａ）、図１（Ｂ）は従来の手法の説明図。
【図２】本実施形態の手法の説明図。
【図３】本実施形態のシステム構成例。
【図４】色フィルタＲ，Ｇ，Ｂの分光特性。
【図５】色フィルタｇ２，ｂ２の分光特性。
【図６】色フィルタｇ２，ｂ２の説明図。
【図７】通常光画像取得部の構成例。
【図８】特殊光画像取得部の構成例。
【図９】出力画像生成部の構成例。
【図１０】注目候補領域検出部の構成例。
【図１１】表示態様設定部の構成例。
【図１２】加工部の構成例。
【図１３】局所領域の分割手法の説明図。
【図１４】図１４（Ａ）、図１４（Ｂ）、図１４（Ｃ）、図１４（Ｄ）は、隣接する注目
候補領域を統合する手法の説明図。
【図１５】図１５（Ａ）、図１５（Ｂ）は注目候補領域の設定手法の説明図。
【図１６】図１６（Ａ）、図１６（Ｂ）は注目すべき度合い（Ａｔ）と合成比（ａｌｐｈ
ａ）の関係の例を示す図。
【図１７】ソフトウェア処理で用いられるコンピューターの構成例。
【図１８】ソフトウェア処理で用いられるコンピューターの構成例。
【図１９】本実施形態の処理を説明するためのフローチャート。
【図２０】注目候補領域検出処理を説明するためのフローチャート。
【図２１】表示態様設定処理を説明するためのフローチャート。
【図２２】加工処理を説明するためのフローチャート。
【図２３】注目候補領域検出部の他の構成例。
【図２４】加工部の他の構成例。
【図２５】加工部の他の構成例。
【図２６】図２６（Ａ）は通常光画像の例、図２６（Ｂ）は特殊光画像の例、図２６（Ｃ
）、図２６（Ｄ）、図２６（Ｅ）、図２６（Ｆ）は出力画像の例。
【図２７】注目候補領域検出処理を説明するための他のフローチャート。
【図２８】加工処理を説明するための他のフローチャート。
【図２９】加工処理を説明するための他のフローチャート。
【図３０】加工部の他の構成例。
【図３１】図３１（Ａ）は通常光画像と注目候補領域情報の例、図３１（Ｂ）は２つの対
応注目領域に異なるターゲット色で色変換加工を施した例。
【図３２】本実施形態の他のシステム構成例。
【図３３】特殊光画像取得部の他の構成例。
【図３４】本実施形態の他のシステム構成例。
【図３５】回転フィルタの例。
【図３６】フィルタＦ１，Ｆ２と蛍光の特性例。
【図３７】バリアフィルタの特性例。
【図３８】出力画像生成部の他のシステム構成例。
【図３９】通常光画像と特殊光画像の取得タイミングの例。
【図４０】各タイミングにおけるフィルタと得られる画像の組み合わせの例。
【図４１】動きベクトルを用いた通常光画像と特殊光画像の対応付け手法の説明図。
【図４２】動きベクトルを用いた通常光画像と特殊光画像の対応付け手法の説明図。
【図４３】回転フィルタの他の例。
【図４４】本実施形態の処理を説明するための他のフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
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　以下、本実施形態について説明する。なお、以下に説明する本実施形態は、特許請求の
範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものではない。また本実施形態で説明さ
れる構成の全てが、本発明の必須構成要件であるとは限らない。
【００１７】
　１．本実施形態の手法
　本実施形態の手法について、図１（Ａ）、図１（Ｂ）及び図２を参照して説明する。
【００１８】
　図１（Ａ）及び図１（Ｂ）は従来の手法を示している。図１（Ａ）は通常光による観察
の様子を示したものである。全体に明るく、見やすい画像が得られるが、扁平上皮癌等の
一部の病変については視認性が困難である。また図１（Ｂ）は特殊光（例えば狭帯域光或
いは蛍光）による観察の様子を示したものである。例えば扁平上皮癌等の病変が褐色で表
示されるなど、一部の病変の視認性を通常光観察に比べて高めることが可能になるが、全
体に暗く、見づらい画像になってしまう。
【００１９】
　このような問題を解決するために、通常光画像と特殊光画像を機器のスイッチ等を操作
することで切り替えながら表示し、診断や治療を行う手法も考えられる。しかしこの手法
では、内視鏡の挿入部を動かすと同時に機器の操作を行い、さらに画面を参照する必要が
あり、ドクターに負荷がかかってしまう。さらに表示される通常光画像も特殊光画像も欠
点を有しているため、状況に応じて適切に表示画像を選択する必要があり、そのためには
熟練を要する可能性が高い。
【００２０】
　また、通常光画像と特殊光画像を並べて表示する手法も考えられるが、その場合は２つ
の画面を同時に参照しなくてはならず、病変部を見落とすおそれがあるなど、やはりドク
ターの負荷が大きい。
【００２１】
　そこで本出願人は図２のようなシステムを提案している。本実施形態では、特殊光画像
から例えば扁平上皮癌等の病変部の位置を特定し、特定された位置情報を元に通常光画像
を加工し、病変部の視認性を高めている。具体的には図２に示すようにターゲット色との
重畳処理を行う方法や、周縁部をターゲット色で囲う方法、病変部の通常光画像と特殊光
画像を合成する方法などが考えられる。
【００２２】
　これにより、通常光画像の利点である明るく見やすい画像の上に、特殊光画像の利点で
ある病変部の視認性の高さが加わるため、病変部の見落としを抑止し、ドクターの負荷を
軽減することで、スムーズな診断・治療を行うことが可能になる。
【００２３】
　なお、本実施形態においても、機器のスイッチ等を操作することで、特殊光画像を表示
することが可能なのは言うまでもない。これにより、例えば、病変部のサーチには加工し
た通常光画像、病変部の詳細の確認には特殊光画像といったように、画像を適宜使い分け
ることも可能である。
【００２４】
　２．第１の実施形態
　本発明の第１の実施形態に係る内視鏡システムについて、図３を参照して説明する。本
実施形態に係る内視鏡システムは、光源部１００と、挿入部２００と、画像処理部３００
と、表示部４００と、外部Ｉ／Ｆ部５００を備えている。
【００２５】
　光源部１００は、白色光を発生する白色光源１１０と白色光をライトガイドファイバ２
１０に集光するための集光レンズ１２０を備えている。
【００２６】
　挿入部２００は、例えば体腔への挿入を可能にするため細長くかつ湾曲可能に形成され
ている。挿入部２００は、光源部１００で集光された光を導くためのライトガイドファイ
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バ２１０と、ライトガイドファイバ２１０により先端まで導かれてきた光を拡散させて観
察対象に照射する照明レンズ２２０と、観察対象から戻る反射光を集光する対物レンズ２
３０と、集光した反射光を２つに分離するハーフミラー２４０と、分離された反射光を検
出するための第１撮像素子２５０と第２撮像素子２６０を備えている。
【００２７】
　第１撮像素子２５０は通常光画像を撮影するためのベイヤ配列の色フィルタを持つ撮像
素子である。第１撮像素子２５０の色フィルタＲ，Ｇ，Ｂは例えば図４に示すような分光
特性を持っている。第２撮像素子２６０は狭帯域画像を撮影するための撮像素子であり、
例えば図６に示すように２種類の狭帯域光Ｇ２とＢ２をそれぞれ透過する２種類の色フィ
ルタｇ２とｂ２を市松状に並べたような色フィルタを持つ撮像素子である。第２撮像素子
２６０の色フィルタｇ２、ｂ２は例えば図５に示すように、ｂ２が３９０～４４５ｎｍ、
ｇ２が５３０～５５０ｎｍの波長帯域の光を透過させる透過率特性を有している。
【００２８】
　画像処理部３００（画像処理装置）はＡＤ変換部３１０ａ、３１０ｂと通常光画像取得
部３２０と特殊光画像取得部３３０と出力画像生成部３４０と制御部３５０を備えている
。制御部３５０は通常光画像取得部３２０、特殊光画像取得部３３０、出力画像生成部３
４０と双方向に接続されていて、これらを制御するようになっている。
【００２９】
　外部Ｉ／Ｆ部５００は、この内視鏡システム（撮像装置）に対するユーザーからの入力
等を行うためのインターフェースであり、電源のオン／オフを行うための電源スイッチ、
撮影操作を開始するためのシャッタボタン、撮影モードやその他各種のモードを切り換え
るためのモード切換ボタンなどを含んで構成されている。そして、この外部Ｉ／Ｆ部５０
０は、入力された情報を、制御部３５０へ出力するようになっている。
【００３０】
　ＡＤ変換部３１０ａは、第１撮像素子２５０から出力されるアナログ信号をデジタル信
号に変換して出力する。ＡＤ変換部３１０ｂは第２撮像素子２６０から出力されるアナロ
グ信号をデジタル信号に変換して出力する。
【００３１】
　通常光画像取得部３２０（広義には第１画像取得部）は、例えばＡＤ変換部３１０ａか
ら出力されるデジタル信号から通常光画像（広義には第１の画像）を取得する。特殊光画
像取得部３３０（広義には第２画像取得部）は、例えばＡＤ変換部３１０ｂから出力され
るデジタル信号から特殊光画像（広義には第２の画像）を取得する。通常光画像取得部３
２０及び特殊光画像取得部３３０の詳細については後述する。
【００３２】
　通常光画像取得部３２０で取得された通常光画像と、特殊光画像取得部３３０で取得さ
れた特殊光画像は出力画像生成部３４０に出力される。出力画像生成部３４０はこれら２
枚の画像から１枚の出力画像を生成して画像表示部４００に出力する。出力画像生成部３
４０の詳細については後述する。
【００３３】
　次に通常光画像取得部３２０について図７を用いて説明する。通常光画像取得部３２０
は通常光画像生成部３２１と通常光画像記憶部３２２を備えている。通常光画像生成部３
２１はＡＤ変換部３１０ａで変換されて入力されるデジタル信号に対して画像処理を行い
、通常光画像を生成する。具体的には、既存の補間処理やホワイトバランス、色変換、階
調変換等の処理を行い、通常光画像を生成して出力する。通常光画像記憶部３２２は通常
光画像生成部３２１から出力された通常光画像を記憶する。
【００３４】
　次に特殊光画像取得部３３０について図８を用いて説明する。特殊光画像取得部３３０
は特殊光画像生成部３３１と特殊光画像記憶部３３２を備えている。特殊光画像生成部３
３１はＡＤ変換部３１０ｂで変換されて入力されるデジタル画像信号に対して画像処理を
行い、特殊光画像を生成する。本実施形態では特殊光画像は狭帯域光画像となる。
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【００３５】
　ここで、特殊光画像生成部３３１で狭帯域光画像を生成する方法について説明する。特
殊光画像生成部に入力されるデジタル画像信号は、前述したように図６で示す２種類の色
フィルタｇ２とｂ２を市松状に並べたような画像信号である。このような画像信号に対し
てまず補間処理を行い、全画素でｇ２フィルタの信号値を持つＧ２画像と、全画素でｂ２
フィルタの信号値を持つＢ２画像を生成する。補間処理で算出される画素値は例えば周辺
４画素の平均値とすればよく、例えば図６のｇ２（１，１）の位置でのｂ２の画素値ｂ２
（１，１）、及びｂ２（１，２）位置でのｇ２の画素値ｇ２（１，２）は、下式（１）、
（２）のように算出される。
【００３６】
　b2(1,1)=[b2(0,1)+b2(1,0)+b2(1,2)+b2(2,1)]/4　・・・・・（１）
　g2(1,2)=[g2(0,2)+g2(1,1)+g2(1,3)+g2(2,2)]/4　・・・・・（２）
【００３７】
　次に全画素に対して補間されたＧ２画像及びＢ２画像からＲ，Ｇ，Ｂの３チャンネルを
持つカラー画像を生成する。ここでは例えばカラー画像のＲチャンネルにＧ２画像を入力
し、ＧチャンネルとＢチャンネルにＢ２画像を入力することでカラー画像が生成される。
特殊光画像生成部３３１は、生成したカラー画像に対してさらにホワイトバランス、階調
変換等の処理を行い、狭帯域光画像として出力する。特殊光画像記憶部３３２は特殊光画
像生成部３３１から出力された特殊光画像を記憶する。
【００３８】
　次に、出力画像生成部３４０の具体的な構成について説明する。図９は、第１の実施形
態における出力画像生成部３４０の構成の一例を説明するブロック図である。出力画像生
成部３４０は、注目候補領域検出部３４１と、信頼度算出部３４２と、表示態様設定部３
４３とを備えている。
【００３９】
　ここで、通常光画像取得部３２０からの画像信号は、表示態様設定部３４３に出力され
る。また、特殊光画像取得部３３０からの画像信号は、注目候補領域検出部３４１と、表
示態様設定部３４３に出力される。注目候補領域検出部３４１は、信頼度算出部３４２と
、表示態様設定部３４３とに接続されている。注目候補領域検出部３４１の詳細について
は後述する。信頼度算出部３４２は、表示態様設定部３４３に接続されている。表示態様
設定部３４３は、表示部４００に接続されている。また、制御部３５０は、注目候補領域
検出部３４１と、信頼度算出部３４２と、表示態様設定部３４３に双方向に接続されてい
て、これらを制御するようになっている。
【００４０】
　注目候補領域検出部３４１は、制御部３５０の制御に基づき、特殊光画像から注目すべ
き領域の候補である注目候補領域を検出する。注目候補領域検出部３４１の具体的な構成
について説明する。図１０は、第１の実施形態における注目候補領域検出部３４１の構成
の一例を説明するブロック図である。図１０に示すように、注目候補領域検出部３４１は
、局所領域設定部３４１１と、特徴量算出部３４１２と、分類部３４１３と、領域設定部
３４１４とを含んでいる。
【００４１】
　ここで、特殊光画像取得部３３０は、局所領域設定部３４１１に接続されている。局所
領域設定部３４１１は、特徴量算出部３４１２に接続されている。特徴量算出部３４１２
は、分類部３４１３に接続されている。分類部３４１３は、領域設定部３４１４に接続さ
れている。領域設定部３４１４は、信頼度算出部３４２と、表示態様設定部３４３とに接
続されている。また、制御部３５０は、局所領域設定部３４１１と、特徴量算出部３４１
２と、分類部３４１３と、領域設定部３４１４とに双方向に接続されていて、これらを制
御するようになっている。
【００４２】
　局所領域設定部３４１１は、特殊光画像取得部３３０から出力された特殊光画像に対し
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て、複数の局所領域（狭義にはブロック）を設定する。ここでは例えば特殊光画像を矩形
領域に分割し、分割した各領域を局所領域として設定する。この矩形領域のサイズは適宜
設定できるが、ここでは例えば、図１３に示すように、１６×１６画素を1つの局所領域
とする。ここで特殊光画像はＭ×Ｎ個の局所領域で構成されていることとし、各局所領域
の座標を（ｍ，ｎ）で示すこととする。また、座標（ｍ，ｎ）の局所領域はａ（ｍ，ｎ）
として示すこととする。ここでは画像の左上に位置する局所領域の座標を（０，０）とし
、右方向をｍの正方向、下方向をｎの正方向として表している。局所領域は必ずしも矩形
である必要はなく、特殊光画像を任意の多角形に分割し、分割されたそれぞれの領域を局
所領域に設定できることは言うまでもない。その他の例として、テクスチャ解析に代表さ
れる公知の領域分割アルゴリズムを適用してもよい。また、局所領域をユーザーの指示に
応じて任意に設定できるようにしてもよい。また、ここでは後の計算量を削減するため、
及びノイズを除去するために、複数の隣接する画素群からなる領域を１つの局所領域とし
ているが、１画素を１つの局所領域とすることも可能である。この場合も後の処理は全く
同様である。分割された局所領域は、特徴量算出部３４１２に出力される。
【００４３】
　特徴量算出部３４１２はすべての局所領域に対して特徴量を算出する。ここでは特徴量
の一例として色情報を利用する場合について説明する。本実施形態で特殊光画像として使
用している狭帯域光画像においては、扁平上皮癌等の病変部が褐色の領域として描出され
るため、特徴量として色相Ｈを使用することで病変部を検出することができる。Ｒ，Ｇ，
Ｂチャンネルの信号値をｒ，ｇ，ｂと表記し、各信号値は８ビット（０～２５５）である
とする。
【００４４】
　次にこの信号値ｒ，ｇ，ｂから例えば下式（３）～（８）を用いて色相Ｈを算出する。
【００４５】
　max=MAX(r,g,b)　・・・・・（３）
【００４６】
　ここで、ＭＡＸ関数は複数の引数の中で最大のものを出力する関数とする。
【００４７】
ＭＡＸが０の場合、
　H=0　・・・・・（４）
ＭＡＸが０以外の場合、
　d=MAX(r,g,b)-MIN(r,g,b)　・・・・・（５）
【００４８】
　ここで、ＭＩＮ関数は複数の引数の中で最小のものを出力する関数とする。
【００４９】
　さらに、
ｒ、ｇ、ｂのうちｒが最大の場合、
　H=60*(g-b)/d　・・・・・・・（６）
ｒ、ｇ、ｂのうちｇが最大の場合、
　H=60*{2+(b-r)}/d　・・・・・（７）
ｒ、ｇ、ｂのうちｂが最大の場合、
　H=60*{4+(r-g)}/d　・・・・・（８）
なお、Ｈが＜０になった場合には、Ｈに３６０を加える。また、Ｈ＝３６０の場合、Ｈ＝
０とする。
【００５０】
　ここで、座標（ｍ，ｎ）の局所領域に含まれる、褐色を示す画素数をＣｈａ（ｍ，ｎ）
と表記し、これを特徴量とする。また、病変らしさを示す特徴量は、上記に限定されるも
のではなく、色の特徴量、空間周波数の特徴量、形の特徴量、および面積の特徴量等を各
々求め、それぞれに重み係数を付与して線形結合し、各局所領域の病変らしさを示す特徴
量としてもよい。特徴量Ｃｈａ（ｍ，ｎ）は、分類部３４１３に出力される。
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【００５１】
　分類部３４１３は、制御部３５０の制御に基づき、算出された局所領域の特徴量Ｃｈａ
（ｍ，ｎ）と所定の閾値とを局所領域毎に比較し、その比較結果に応じて、各局所領域を
複数のグループに分類する。この場合、予め設定された複数の閾値ＧｒＴｈｉ（ｉ＝０，
１…，Ｌ）を用い、Ｃｈａ（ｍ，ｎ）がＧｒＴｈｉ以上かつＧｒＴｈｉ＋１未満の場合、
座標（ｍ，ｎ）の局所領域をグループｉの局所領域と分類する。本実施形態では、ＧｒＴ
ｈ０＝２００、ＧｒＴｈＬ＝２５７とし、ＧｒＴｈｉはＧｒＴｈｉ＋１より小さいものす
る。各局所領域は、グループ０からグループＬのグループに分類される。座標（ｍ，ｎ）
の局所領域に設定されたグループを、ｉ（ｍ，ｎ）と表記する。また、閾値ＧｒＴｈｉの
設定方法は上記に限定されるものではなく、制御部３５０により自動的に設定されてもよ
い。また、閾値ＧｒＴｈｉは特殊光画像内の位置によって適応的に設定されてもよい。分
類されたグループｉ（ｍ，ｎ）は、領域設定部３４１４に出力される。
【００５２】
　領域設定部３４１４は、制御部３５０の制御に基づき、複数のグループのうち少なくと
も１つのグループに分類された各局所領域と、その局所領域に隣接する局所領域群を含む
領域を注目候補領域として検出する。注目候補領域の設定方法の一例を図１４（Ａ）、図
１４（Ｂ）、図１４（Ｃ）及び図１４（Ｄ）に示す。局所領域中の数値は、各局所領域が
分類されたグループを示している。まず、図１４（Ａ）に示すように、太枠で囲まれた局
所領域の８近傍でグループに分類された局所領域を探索する。太枠内にグループに分類さ
れた局所領域が存在する場合、図１４（Ｂ）の内側の太枠で示すように、その局所領域を
含む矩形領域を新たな局所領域として設定する。次に、新たな局所領域の周辺（外側の太
枠で囲まれた範囲）でグループが分類された局所領域を再度探索する。この処理を、図１
４（Ｃ）が示すように、局所領域の周辺からグループに分類された局所領域が存在しなく
なるまで繰り返す。探索処理が終了すると、図１４（Ｄ）が示すように、新たに設定され
た局所領域を１つに統合し、前述した分類部３４１３と同様の手順で、局所領域のグルー
プを再設定する。ここでは、統合された局所領域内の、赤褐色を示す画素数が、ＧｒＴｈ
７以上かつＧｒＴｈ８未満だったとし、グループ７に分類された場合を図示している。こ
こで、再設定された局所領域は、注目候補領域として設定される。また、局所領域の統合
方法は、上記に限定されるものではなく、例えば、公知のクラスタリングアルゴリズムを
適用してもよい。その場合、統合された局所領域は、矩形領域には限らず、任意の形状を
とってもよい。検出された注目候補領域は、画像信号と、各画素の座標と、グループとを
信頼度算出部３４２と、表示態様設定部３４３とに出力する。
【００５３】
　上記の実施形態に係る注目候補領域検出部は、第２の画像内の画素の特徴量を用いて、
第２の画像から、注目すべき領域の候補である注目候補領域を検出したが、変形例として
、第２の画像内の画素の特徴量を用いて、第１の画像から、注目すべき領域の候補である
注目候補領域を検出してもよい。
【００５４】
　具体的には、局所領域設定部３４１１は、第２の画像上において、複数の局所領域を設
定する。特徴量算出部３４１２は、その設定された各局所領域に対する特徴量を算出する
。その際、特徴量算出部３４１２は、各局所領域に含まれる第２の画像上の画素に対応す
る第１の画像上の画素（たとえば、第１の画像と第２の画像上の間で、同一の画素位置に
ある画素）の特徴量を用いて、上述の閾値処理を行う。領域設定部３４１４は、閾値処理
によって抽出された第１の画像上の局所領域をもとに、第１の画像上に注目候補領域を設
定する。なお、注目候補領域の設定の際、必要に応じて、上述の局所領域の統合処理を行
ってもよい。
【００５５】
　また、局所領域設定部３４１１は１６×１６画素の領域としたが、局所領域を設定しな
くてもよく、前述したように１画素を局所領域としてもよい。この場合、特徴量算出部３
４１２は画素ごとの特徴量を算出する。領域設定部３４１４は特徴量に基づいて、注目す



(14) JP 5658873 B2 2015.1.28

10

20

30

40

50

べき画素である注目画素を検出することになる。そして注目画素を含む領域を注目候補領
域として検出する。
【００５６】
　このように注目画素から注目候補領域を検出する場合にも、出力される注目領域情報が
多角形や円形などの任意の形状を示すように注目候補領域情報を設定しなおすことも可能
である。具体的には注目画素と選択非注目画素から注目候補領域を構成すればよい。ここ
で非注目画素とは第２の画像に含まれる画素のうち注目画素として検出されなかった画素
のことであり、選択非注目画素とは非注目画素の中から選択された（具体的には例えば、
注目候補領域が所定の形状になるように選択された）画素のことである。
【００５７】
　また、ここでは色相Ｈの替わりに公知の手法で局所領域の平均の輝度や彩度を算出し、
これらの値を特徴量として注目候補領域を検出してもよい。さらにこれらの輝度、色相、
彩度の情報を任意に組み合わせることで１つの特徴量を算出し、注目候補領域を検出する
ことも可能であることは言うまでもない。
【００５８】
　信頼度算出部３４２は、注目候補領域にタグ情報を付加することで複数の異なる注目候
補領域同士を識別する。例えば、図１５（Ａ）に示すように２つの注目候補領域が存在す
る場合、信頼度算出部３４２は注目候補領域１に属する局所領域に対してはタグの値を１
とし、注目候補領域２に属する局所領域に対してはタグの値を２とする。
【００５９】
　さらに信頼度算出部３４２は各局所領域に付けられたタグの情報から、各注目候補領域
に属する局所領域の数を算出することで注目候補領域の面積を算出し、面積に対して閾値
処理を行うことで信頼度を算出する。例えば図１５（Ａ）の注目候補領域１及び注目候補
領域２の面積ｄ１及びｄ２は、１つの局所領域の面積を１とすると、ｄ１＝９となりｄ２
＝２となる。この時、例えば面積が５以上の注目候補領域の信頼度を１とし、面積が５未
満の注目候補領域の信頼度を０とする。次に信頼度算出部３４２は表示態様設定部３４３
に信頼度を出力する。
【００６０】
　なお、本実施形態では注目候補領域に属する局所領域の数から面積を算出し、信頼度を
算出したが、注目領域候補の平均の色相や彩度、輝度を算出し、これを用いて信頼度を算
出してもよい。さらに、注目候補領域の面積と色相や彩度、輝度を組み合わせて信頼度を
算出することも可能なことは言うまでもない。
【００６１】
　表示態様設定部３４３は注目候補領域情報と信頼度から注目領域を設定する。そして通
常光画像の対応注目領域に対して加工処理を行う。その後表示部４００に表示する画像を
選択し出力する。場合によっては優先度の高い注目領域からアラート領域を設定してもよ
い。
【００６２】
　次に、表示態様設定部３４３の具体的な構成について説明する。図１１は、本実施形態
における表示態様設定部３４３の構成の一例を説明するブロック図である。表示態様設定
部３４３は、加工部３４３１と選択部３４３２とを備えている。
【００６３】
　ここで、注目候補領域検出部３４１は、加工部３４３１に注目候補領域情報を出力する
。また、注目候補領域検出部３４１は注目候補領域が検出されたかどうかの制御信号を選
択部３４３２に出力する。通常光画像取得部３２０から出力される画像信号は、加工部３
４３１と選択部３４３２に入力される。また、特殊光画像取得部３３０から出力される画
像信号は、加工部３４３１と選択部３４３２に入力される。加工部３４３１は、制御部３
５０の制御に基づき、注目候補領域検出部３４１から出力される注目候補領域情報と、信
頼度算出部３４２から入力される信頼度を用いて、通常光画像を加工する。加工部３４３
１はさらに、加工した通常光画像を選択部３４３２に出力する。また、制御部３５０は、
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加工部３４３１と、選択部３４３２と双方向に接続されていて、これらを制御するように
なっている。
【００６４】
　加工部３４３１は、注目領域の検出結果に基づいて、検出された特殊光画像の注目領域
に対応する通常光画像内の対応注目領域を加工する。加工部の詳細については後述する。
【００６５】
　選択部３４３２は注目候補領域検出部３４１からの制御信号を用いて、表示部４００に
出力する表示画像を選択する。例えば、特殊光画像から注目候補領域が検出されない場合
は、通常光画像取得部３２０から出力された通常光画像を表示画像として選択し、特殊光
画像から注目候補領域が検出された場合は、加工部３４３１から出力された、加工した通
常光画像を表示画像として選択する。また、例えば特殊光画像から注目候補領域が検出さ
れない場合は、通常光画像取得部３２０から出力された通常光画像を表示画像として選択
し、特殊光画像から注目候補領域が検出された場合は、特殊光画像取得部３３０から出力
された特殊光画像を表示画像として選択してもよい。注目候補領域が検出された場合と検
出されない場合にどのような画像を選択するかについては、例えば予めユーザーが決定し
、制御部３５０から選択部３４３２に入力される制御信号に基づいて制御するようにすれ
ばよい。
【００６６】
　次に、加工部３４３１の具体的な構成について説明する。図１２は、第１の実施形態に
おける加工部３４３１の構成の一例を説明するブロック図である。図１２に示すように、
加工部３４３１は、注目情報設定部３４３１１と、合成比設定部３４３１２と、領域選出
部３４３１３と、領域加工部３４３１４と、輝度変換部３４３１５とを備えている。
【００６７】
　注目候補領域検出部３４１は、注目情報設定部３４３１１と、領域選出部３４３１３と
、領域加工部３４３１４とに接続されている。信頼度算出部３４２は、領域選出部３４３
１３に接続されている。注目情報設定部３４３１１は、合成比設定部３４３１２に接続さ
れている。合成比設定部３４３１２は、領域加工部３４３１４に設定されている。通常光
画像取得部３２０は、領域選出部３４３１３に接続されている。領域選出部３４３１３は
、領域加工部３４３１４と、輝度変換部３４３１５と、に接続されている。領域加工部３
４３１４は、輝度変換部３４３１５に接続されている。輝度変換部３４３１５は、選択部
３４３２に接続されている。制御部３５０は注目情報設定部３４３１１と、合成比設定部
３４３１２と、領域選出部３４３１３と、領域加工部３４３１４と、輝度変換部３４３１
５と、に双方向に接続されていて、これらを制御するようになっている。
【００６８】
　注目情報設定部３４３１１は、制御部３５０の制御に基づき、検出された注目候補領域
に対して、注目すべき度合いを示す注目情報を設定する。具体的には、注目候補領域検出
部３４１から出力された注目候補領域のグループをもとに、各注目候補領域に注目すべき
度合いＡｔを設定する。ここでは、各グループに対応する注目すべき度合いＡｔは、ルッ
クアップテーブルＡｔＬｕｔ（ｉ）として予め設定されているものとする。ＡｔＬｕｔ（
ｉ）は、グループｉの場合の注目すべき度合いを示し、Ａｔ＝ＡｔＬｕｔ（ｉ）とする。
また、各グループに対応する注目すべき度合いＡｔは、外部Ｉ／Ｆ部５００を通して、ユ
ーザーにより設定されてもよい。算出されたＡｔは注目候補領域の注目情報として、合成
比設定部３４３１２に出力される。
【００６９】
　合成比設定部３４３１２は、制御部３５０の制御に基づき、設定された注目情報が示す
注目度合いに応じて、注目候補領域内の画素の画素値と、対応注目領域内の画素の画素値
との合成比を設定する。具体的には、注目情報設定部３４３１１から入力された注目情報
Ａｔをもとに、以下の式（９）を用いて、合成比ａｌｐｈａを算出する。ａｌｐｈａは、
０～１の範囲の値とする。
【００７０】
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　alpha=alLut(At)　・・・・・（９）
【００７１】
　ここで、ａｌＬｕｔ（ｘ）は、例えば図１６（Ａ）に示すような、予め設定された合成
比算出ルックアップテーブルとする。また、合成比算出方法は、上記に限定されるもので
はなく、ｎ次関数を用いてもよい。式（１０）に、合成比ａｌｐｈａを算出する１次関数
の例を示す。
【００７２】
　alpha=a*At+b　・・・・・（１０）
【００７３】
　ａ，ｂは定数項である。ここで、図１６（Ｂ）に示すように、ａｌｐｈａが0以下の場
合はａｌｐｈａ=0、ａｌｐｈａが1以上の場合はａｌｐｈａ=1とする。
設定された合成比ａｌｐｈａは領域加工部３４３１４に出力される。
【００７４】
　領域選出部３４３１３は、制御部３５０の制御に基づき、検出された注目候補領域に対
応する通常光画像内の対応注目領域を選出する。対応注目領域選出方法は、まず、予めキ
ャリブレーション画像を撮影し、公知のマッチングアルゴリズムを適用することで、通常
光画像と特殊光画像の各画素の位置を一対一で対応付けたルックアップテーブルｃａｌＬ
ｕｔ（ｘ，ｙ）を作成する。ここで、ｃａｌＬｕｔ（ｘ，ｙ）は、特殊光画像の各画素の
座標（ｘ，ｙ）を入力すると、通常光画像の対応する位置（ｘ’，ｙ’）が出力されるも
のとする。そして、注目候補領域検出部３４１から入力された注目候補領域から、信頼度
算出部３４２から入力された信頼度に基づき、注目領域を抽出する。具体的には、注目候
補領域の中から、予め設定された閾値以上の信頼度を有するものを抽出し、注目領域とす
る。そして、ｃａｌＬｕｔ（ｘ，ｙ）と、注目領域に含まれる画素の座標を用い、対応注
目領域の座標を算出する。また、ここでは注目領域に対応する画素位置を一対一としたが
、注目領域に対応する画素位置が複数あってもよい。また、注目領域に対応する画素位置
が、画素と画素の間である場合は、線形補間に代表される公知の補間アルゴリズムを適用
してもよい。対応注目領域の座標は、領域加工部３４３１４に出力される。
【００７５】
　領域加工部３４３１４は、制御部３５０の制御に基づき、通常光画像の対応注目領域を
加工する。具体的には、領域選出部３４３１３から出力された対応注目領域情報により特
定された画素について、式（１１）を用いて合成処理を行う。ここで、特殊光画像の信号
値はｓｐｅＩｍｇ（ｘ，ｙ）、通常光画像の信号値はｗｈｉＩｍｇ（ｘ，ｙ）、合成画像
の信号値はｂｌｅＩｍｇ（ｘ，ｙ）と表記する。
【００７６】
　bleImg(x’,y’)=alpha*speImg(x,y)+(1-alpha)*whiImg(x’,y’)　・・・・（１１）
【００７７】
　対応注目領域以外の画素については、式（１２）を用いて、通常光画像を合成画像とし
て設定する。
【００７８】
　bleImg(x’,y’)=whiImg(x’,y’)　・・・・・（１２）
【００７９】
　合成処理を行った合成画像ｂｌｅＩｍｇは、輝度変換部３４３１５に出力される。
【００８０】
　輝度変換部３４３１５は、制御部３５０の制御に基づき、対応注目領域以外の領域に含
まれる画素の輝度を低減する。具体的には、領域選出部３４３１３から出力された対応注
目領域画素以外について、式（１３）を用いて輝度低減を行う。ここで輝度低減後の加工
画像の信号値はｐｒｏｃＩｍｇ（ｘ，ｙ）と表記する。
【００８１】
　procImg(x’,y’)=c*bleImg(x’,y’)　・・・・・（１３）
【００８２】
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　ｃは０～１の範囲の定数項である。輝度変換処理を行った加工画像ｐｒｏｇＩｍｇは、
選択部３４３２に出力される。
【００８３】
　また、本実施の形態では、画像処理部３００を構成する各部をハードウェアで構成する
こととしたが、これに限定されるものではない。例えば、カプセル内視鏡などの撮像装置
を用いて予め取得された画像に対して、ＣＰＵが各部の処理を行う構成とし、ＣＰＵがプ
ログラムを実行することによってソフトウェアとして実現することとしてもよい。あるい
は、各部が行う処理の一部をソフトウェアで構成することとしてもよい。
【００８４】
　撮像部を別体とし、画像処理部３００の各部が行う処理をソフトウェアとして実現する
場合には、ワークステーションやパソコン等の公知のコンピューターシステムを画像処理
装置として用いることができる。そして、画像処理部３００の各部が行う処理を実現する
ためのプログラム（画像処理プログラム）を予め用意し、この画像処理プログラムをコン
ピューターシステムのＣＰＵが実行することによって実現できる。
【００８５】
　図１７は、本変形例におけるコンピューターシステム６００の構成を示すシステム構成
図であり、図１８は、このコンピューターシステム６００における本体部６１０の構成を
示すブロック図である。図１７に示すように、コンピューターシステム６００は、本体部
６１０と、本体部６１０からの指示によって表示画面６２１に画像等の情報を表示するた
めのディスプレイ６２０と、このコンピューターシステム６００に種々の情報を入力する
ためのキーボード６３０と、ディスプレイ６２０の表示画面６２１上の任意の位置を指定
するためのマウス６４０とを備える。
【００８６】
　また、このコンピューターシステム６００における本体部６１０は、図１８に示すよう
に、ＣＰＵ６１１と、ＲＡＭ６１２と、ＲＯＭ６１３と、ハードディスクドライブ（ＨＤ
Ｄ）６１４と、ＣＤ－ＲＯＭ６６０を受け入れるＣＤ－ＲＯＭドライブ６１５と、ＵＳＢ
メモリ６７０を着脱可能に接続するＵＳＢポート６１６と、ディスプレイ６２０、キーボ
ード６３０およびマウス６４０を接続するＩ／Ｏインターフェース６１７と、ローカルエ
リアネットワークまたは広域エリアネットワーク（ＬＡＮ／ＷＡＮ）Ｎ1に接続するため
のＬＡＮインターフェース６１８を備える。
【００８７】
　さらに、このコンピューターシステム６００には、インターネット等の公衆回線Ｎ３に
接続するためのモデム６５０が接続されるとともに、ＬＡＮインターフェース６１８およ
びローカルエリアネットワークまたは広域エリアネットワークＮ１を介して、他のコンピ
ューターシステムであるパソコン（ＰＣ）６８１、サーバ６８２、プリンタ６８３等が接
続される。
【００８８】
　そして、このコンピューターシステム６００は、所定の記録媒体に記録された画像処理
プログラム（例えば図１９～図２２を参照して後述する処理手順を実現するための画像処
理プログラム）を読み出して実行することで画像処理装置を実現する。ここで、所定の記
録媒体とは、ＣＤ－ＲＯＭ６６０やＵＳＢメモリ６７０の他、ＭＯディスクやＤＶＤディ
スク、フレキシブルディスク（ＦＤ）、光磁気ディスク、ＩＣカード等を含む「可搬用の
物理媒体」、コンピューターシステム６００の内外に備えられるＨＤＤ６１４やＲＡＭ６
１２、ＲＯＭ６１３等の「固定用の物理媒体」、モデム６５０を介して接続される公衆回
線Ｎ３や、他のコンピューターシステム（ＰＣ）６８１またはサーバ６８２が接続される
ローカルエリアネットワークまたは広域エリアネットワークＮ１等のように、プログラム
の送信に際して短期にプログラムを記憶する「通信媒体」等、コンピューターシステム６
００によって読み取り可能な画像処理プログラムを記録するあらゆる記録媒体を含む。
【００８９】
　すなわち、画像処理プログラムは、「可搬用の物理媒体」「固定用の物理媒体」「通信
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媒体」等の記録媒体にコンピューター読み取り可能に記録されるものであり、コンピュー
ターシステム６００は、このような記録媒体から画像処理プログラムを読み出して実行す
ることで画像処理装置を実現する。なお、画像処理プログラムは、コンピューターシステ
ム６００によって実行されることに限定されるものではなく、他のコンピューターシステ
ム（ＰＣ）６８１またはサーバ６８２が画像処理プログラムを実行する場合や、これらが
協働して画像処理プログラムを実行するような場合にも、本発明を同様に適用することが
できる。
【００９０】
　各部が行う処理の一部をソフトウェアで構成する場合の一例として、予め取得された通
常光画像と特殊光画像に対して、図９の出力画像生成部３４０の処理をソフトウェアで実
現する場合の処理手順を、図１９のフローチャートを用いて説明する。
【００９１】
　この処理を開始すると、まず、時系列の通常光画像と、特殊光画像に対して、撮影モー
ドや照明光の同期信号などのヘッダ情報を入力する（Ｓ１１）。次に、特殊光画像と通常
光画像を予め確保しておいた画像バッファに入力する（Ｓ１２）。そして、後で図２０を
参照して詳細に説明するように、特殊光画像から注目すべき領域の候補である注目候補領
域を検出する（Ｓ１３）。
【００９２】
　次に、各注目候補領域の信頼度として、各注目領域候補の面積を算出する（Ｓ１４）。
その後、後で図２１を参照して詳細に説明するように、注目候補領域の検出結果をもとに
、特殊光画像（第２の画像）内で注目領域を選出し、注目領域に対応する通常光画像（第
１の画像）内の対応注目領域の視認性を高める表示態様設定処理を行う（Ｓ１５）。次に
、表示態様が決定された画像信号を出力する（Ｓ１６）。そして、時系列で最終画像の処
理が終了したか否かを判定して（Ｓ１７）、終了していないと判定した場合にはＳ１２へ
戻って次の画像信号について上述したような処理を繰り返して行う。一方、全画像信号の
処理が終了していると判定した場合には、この処理を終了する。
【００９３】
　次に、図２０を参照して、図１９のＳ１３における注目候補領域検出処理の詳細につい
て説明する。
【００９４】
　この処理を開始すると、まず、特殊光画像を領域分割する（Ｓ４１）。この場合、特殊
光画像を矩形領域に分割する。この矩形領域のサイズは適宜設定できるが、ここでは例え
ば、１６×１６画素単位とする。続いて、分割した局所領域を順次抽出し、式（３）～式
（８）で上述した通り、病変らしさを示す特徴量を算出する（Ｓ４２）。次に、算出され
た局所領域の特徴量と所定の閾値とを局所領域毎に比較し、その比較結果に応じて、各局
所領域を複数のグループに分類する（Ｓ４３）。そして、複数のグループのうち少なくと
も１つのグループに分類された各局所領域と、その局所領域に隣接する局所領域群を含む
領域を注目候補領域として検出する（Ｓ４４）。その後、注目候補領域が検出されたか否
かを表すフラグ情報を出力する（Ｓ４５）。
【００９５】
　次に、図２１を参照して、図１９のＳ１５における表示態様設定処理の詳細について説
明する。
【００９６】
　この処理を開始すると、まず、後で図２２を参照して詳細に説明するように、注目候補
領域の検出結果と信頼度をもとに、特殊光画像（第２の画像）内で注目領域を選出し、選
出された注目領域に対応する通常光画像（第１の画像）内の対応注目領域の視認性を高め
る加工処理を行う（Ｓ３１）。続いて、出力画像の表示態様を選択する（Ｓ３２）。具体
的には、特殊光画像から注目領域が検出された場合の出力画像を選択する。注目領域が検
出された場合の出力画像は、特殊光画像または、Ｓ３１により加工された通常光画像のど
ちらかから、予めユーザーが選択するものとする。
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【００９７】
　次に、図２２を参照して、図２１のＳ３１における加工処理の詳細について説明する。
この処理を開始すると、まず、検出された注目候補領域に対して、注目すべき度合いを示
す注目情報を設定する（Ｓ５１）。ここでは、Ｓ１３で算出された注目候補領域のグルー
プをもとに、各注目候補領域に注目情報Ａｔを設定する。ここでは、各グループに対応す
る注目すべき度合いＡｔは、ルックアップテーブルＡｔＬｕｔ（ｉ）として予め設定され
ているものとする。
【００９８】
　続いて、設定された注目情報に応じて、特殊光画像の注目領域内の画素値と、通常光画
像の対応注目領域内の画素値との合成比を設定する（Ｓ５２）。ここでは、Ｓ５１から入
力された注目情報Ａｔをもとに、式（９）で上述した通り、合成比ａｌｐｈａを算出する
。ａｌｐｈａは、０～１の範囲の値とする。
【００９９】
　次に、検出された注目候補領域を含む特殊光画像と、信頼度とから注目領域を抽出し、
通常光画像から注目領域に対応する対応注目領域を選出する（Ｓ５３）。ここでは、予め
通常光画像と特殊光画像の各画素の位置を一対一で対応付けたルックアップテーブルｃａ
ｌＬｕｔ（ｘ，ｙ）を作成しておき、特殊光画像の注目領域の各画素の座標（ｘ，ｙ）に
対応する、通常光画像の位置（ｘ’，ｙ’）を算出する。そして、注目候補領域の中から
、予め設定された閾値以上の信頼度を有するものを抽出し注目領域とする。また、ここで
は注目領域に対応する画素位置を一対一としたが、注目領域に対応する画素位置が複数あ
ってもよい。また、注目領域に対応する画素位置が、画素と画素の間である場合は、線形
補間に代表される公知の補間アルゴリズムを適用してもよい。
【０１００】
　その後、注目領域の検出結果をもとに、検出された通常光画像内の対応注目領域を加工
する（Ｓ５４）。ここでは、式（１１）、式（１２）で上述した通り、特殊光画像と通常
光画像から合成画像を作成する。
【０１０１】
　そして、式（１３）で上述した通り、対応注目領域以外の領域に含まれる画素の輝度を
低減する（Ｓ５５）。
【０１０２】
　このような処理を行うことで、通常光画像と特殊光画像を単一の画像で表示することが
可能となるため、ドクターの負荷を低減しながら病変部の見逃しを抑止する内視鏡システ
ムを提供することが可能となる。
【０１０３】
　以上の本実施形態では、第１画像取得部（狭義には通常光画像取得部３２０）は白色光
の波長帯域に対応する第１の画像（狭義には白色光画像）を取得し、第２画像取得部（狭
義には特殊光画像取得部３３０）は特定の波長帯域（狭義には狭帯域光や蛍光等の波長帯
域）に対応する第２の画像（狭義には狭帯域画像や蛍光画像等の特殊光画像）を取得する
。そして注目候補領域検出部３４１は第２の画像の特徴量に基づいて注目候補領域を設定
する。信頼度算出部３４２は信頼度を算出し、算出された信頼度に基づいて、表示態様設
定部３４３は注目領域における出力画像の表示態様を設定する処理を行う。
【０１０４】
　ここで注目領域とは、ユーザーにとって観察の優先順位が他の領域よりも相対的に高い
領域であり、例えば、ユーザーが医者であり治療を希望した場合、粘膜部や病変部を写し
た領域を指す。また、他の例として、医者が観察したいと欲した対象が泡や便であれば、
注目領域は、その泡部分や便部分を写した領域になる。すなわち、ユーザーが注目すべき
対象は、その観察目的によって異なるが、いずれにしても、その観察に際し、ユーザーに
とって観察の優先順位が他の領域よりも相対的に高い領域が注目領域となる。注目候補領
域とは注目領域の候補となる領域のことである。信頼度とは注目候補領域が注目領域であ
ることの確からしさを示す尺度であり、例えば注目候補領域の面積等が用いられる。
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【０１０５】
　これにより、通常光画像（白色光画像）と特殊光画像（狭帯域画像や蛍光画像等）を取
得した上で、特殊光画像において注目候補領域を設定することが可能になる。そして、信
頼度に基づいて注目候補領域から注目領域を設定し、注目領域における表示態様を設定す
る（例えばターゲット色に近づける等）ことで、信頼度がない場合に比べて、注目領域の
精度（例えば病変部を注目領域として的確に捉える精度等）を高くした上で、注目領域の
視認性を高めることができる。これにより、例えば内視鏡で生体内を通常光及び特殊光を
用いて観察する場合には、通常光では視認が難しい病変部を特殊光観察で的確に捉えたう
えで、本実施形態の方法を用いない場合に比べて視認性の高い態様で当該病変部を含む領
域を表示することが可能になり、ドクターの負荷を軽減し、病変部の見落としを抑止する
ことができる。
【０１０６】
　また、表示態様設定部３４３は、第２の画像の注目領域に対応する、第１の画像内の対
応注目領域を設定し、設定された対応注目領域の視認性を高める表示態様設定処理を行う
。ここで対応注目領域とは、第１の画像内の領域であり、第２の画像内の注目領域に位置
的に対応する領域のことである。例えば撮像素子の違いにより、第１の画像と第２の画像
において、画像位置がずれている場合には適切なキャリブレーション処理が行われた上で
対応注目領域が設定されることになる。
【０１０７】
　これにより、第２の画像で設定された注目領域に対応する、第１の画像内の対応注目領
域を設定することができる。具体的には、例えば特殊光画像で検出された病変部に対応す
る第１の画像内における位置を適切に把握することが可能になる。そして対応注目領域の
視認性を、加工していない第１の画像に比べて高めることで、対応注目領域の見落とし（
具体的には病変部の見落とし）を抑止することができる。
【０１０８】
　また、表示態様設定部３４３は、信頼度と第２の画像から得られた注目候補領域情報に
基づいて、第１の画像を加工する加工部３４３１を含み、加工部３４３１により加工され
た第１の画像を出力画像の態様とする。
【０１０９】
　これにより、出力画像として例えば、通常光画像を加工した画像を選択することが可能
になる。具体的には例えば、後述する図２６（Ｃ）に示すように注目領域を所与の目標色
に近づけたり、後述する図２６（Ｄ）に示すように注目領域の周縁を目標色で囲ったりす
る加工が考えられる。このような加工により、視認性を向上させ、ドクターの負荷を軽減
し、病変部の見落としを抑止することができる。
【０１１０】
　また、加工部３４３１は、信頼度が高い場合には、第１の画像内の対応注目領域の視認
性を高める加工処理を行う。ここで信頼度の高低の判断は、例えば所与の閾値との比較な
どにより行うことが考えられる。
【０１１１】
　これにより、信頼度が高い場合（具体的には、例えば注目候補領域が病変部であること
が確からしい場合）には、第１の画像内の対応注目領域の視認性を高める加工をすること
になり、病変部の見落としを抑止すること等ができる。
【０１１２】
　また、加工部３４３１は、加工処理として第１の画像と第２の画像の合成処理を行う。
【０１１３】
　これにより、第１の画像内の対応注目領域の視認性を、合成処理によって高めることが
可能になる。具体的には通常光画像と特殊光画像をブレンドする処理が行われる。
【０１１４】
　また、加工部３４３１は、領域選出部３４３１３を含む。領域選出部３４３１３は、注
目候補領域検出部３４１により検出された注目候補領域の中から、信頼度に基づいて、注
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目領域を選出する。
【０１１５】
　これにより、信頼度を尺度として注目候補領域の中から注目領域を選出することが可能
になる。前述したように信頼度としては領域の面積や色相、彩度、輝度等やこれらの組み
合わせが考えられる。よって具体的には面積の大きさや色相、彩度、輝度の値など多様な
観点から注目領域を選出することが可能になる。
【０１１６】
　また、信頼度算出部３４２は、注目候補領域の面積に基づいて信頼度を算出してもよい
。
【０１１７】
　これにより、面積の大きいものを注目領域として検出し、小さいものは注目領域として
検出しなくなるため、ノイズの影響を軽減することが可能になる。
【０１１８】
　また、信頼度算出部３４２は、注目候補領域内の画素の特徴量に基づいて信頼度を算出
してもよい。
【０１１９】
　これにより、面積以外にも、色相や輝度や彩度等、様々な観点から信頼度を算出するこ
とが可能になる。
【０１２０】
　また、注目候補領域検出部３４１は、第２の画像を所定の局所領域に分割する局所領域
設定部３４１１と、局所領域内の画素を用いて局所領域ごとの特徴量を算出する特徴量算
出部３４１２含み、局所領域ごとの特徴量に基づいて、注目候補領域を検出する。
【０１２１】
　これにより、局所領域ごとに特徴量を算出し、注目候補領域を検出することになる。局
所領域として例えば図１３に示すように１６画素×１６画素の領域を採用すれば、１画素
単位で計算する場合に比べ計算量を削減することが可能になる。また１６×１６単位で領
域を設定するため、局所領域に比べて小さい病変は注目候補領域として検出されにくくな
り、ノイズの影響を軽減することが可能になる。
【０１２２】
　また、注目候補領域検出部３４１は、第１の画像を所定の局所領域に分割する局所領域
設定部３４１１と、局所領域内の画素に対応する第２の画像の画素を用いて局所領域毎の
特徴量を算出する特徴量算出部３４１２を含み、第１の画像から、注目すべき領域の候補
である注目候補領域を検出してもよい。
【０１２３】
　これにより、注目候補領域を第１の画像において設定することも可能になり、処理の柔
軟性を高めることができる。
【０１２４】
　また、注目候補領域検出部３４１は、局所領域の特徴量と所与の閾値とを局所領域毎に
比較し、各局所領域を複数のグループに分類する、分類部３４１３を含む。そして注目候
補領域検出部３４１は、少なくとも１つのグループに分類された各局所領域と、その局所
領域に隣接する局所領域群を含む領域を、注目候補領域として検出する。
【０１２５】
　これにより、各局所領域をグループに分類した上で、隣接する局所領域を統合してから
注目候補領域を検出することが可能になる。また、注目候補領域をグループで分類するこ
とが可能になるため、グループ毎に異なる情報を持たせたり、異なる処理をしたりするこ
とができる。
【０１２６】
　また、注目候補領域検出部３４１は、第２の画像に含まれる画素の特徴量に基づいて、
注目画素を検出し、検出した注目画素を含む領域を注目候補領域として検出してもよい。
【０１２７】
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　これにより、局所領域を設定せずに、画素単位での処理が可能となる。局所領域設定部
３４１１は省略する構成にしても良いし、残しておいて局所領域ごと、画素ごとのどちら
の処理を行えるようにしても良い。画素ごとに処理を行う場合、局所領域設定部３４１１
は１×１の局所領域を設定していると考えても良い。ここで注目画素とは注目すべき画素
のことであり、注目領域の定義で前述したように、例えば病変部等を構成する画素のこと
である。
【０１２８】
　また、注目候補領域は、注目画素と非注目画素とを含む領域であってもよい。具体的に
は所定の図形（多角形、円形、楕円形、弧、台形、点対称または線対称な図形等）を形成
するように非注目画素を選択しても良い。
【０１２９】
　これにより、画素単位で処理をした場合であっても、注目候補領域の形状が複雑になる
ことを抑止し、視認性を高めることが可能になる。ここで非注目画素とは第２の画像に含
まれる画素のうち、注目画素として検出されなかった画素のことである。また、選択非注
目画素とは非注目画素の中から、注目候補領域を構成する画素として選択された画素のこ
とである。
【０１３０】
　また、加工部３４３１は、信頼度が高い場合には、第１の画像内の対応注目領域の視認
性を高める合成処理を行う。ここで信頼度の高低の判断は、例えば所与の閾値との比較な
どにより求めることが考えられる。
【０１３１】
　これにより、信頼度が高い場合（具体的には、例えば注目候補領域が病変部であること
が確からしい場合）には、第１の画像内の対応注目領域の視認性を高める合成処理をする
ことになり、病変部の見落としを抑止すること等ができる。
【０１３２】
　また、加工部３４３１は、領域選出部３４３１３を含み、領域選出部３４３１３は、注
目候補領域の中から、信頼度に基づいて注目領域を選出する。さらに注目領域に対応する
、第１の画像内の対応注目領域を選出する。そして加工部３４３１は対応注目領域に対し
て合成処理を行う。
【０１３３】
　これにより、注目領域に対応する対応注目領域を適切に選出することが可能になる。そ
して対応注目領域に対して合成処理を行うことで、適切な領域（例えば病変として検出さ
れた領域）に対して合成処理を行うことができ、例えば病変の見落としを抑止すること等
が可能になる。
【０１３４】
　また、加工部３４３１は、注目情報設定部３４３１１及び合成比設定部３４３１２を含
む。ここで注目情報設定部３４３１１は、各注目候補領域に対して、注目すべき度合いを
示す注目情報を設定する。合成比設定部３４３１２は、第１の画像と第２の画像の合成比
を設定する。そして加工部３４３１は合成比設定部３４３１２で設定した合成比に基づい
て、合成処理を行う。
【０１３５】
　これにより、注目すべき度合いに応じて合成比を変えることが可能になり、例えば、図
１６（Ａ）、図１６（Ｂ）に示すように、より注目すべき病変部は特殊光画像の割合が大
きくなり、注目度の低い病変部は通常光画像の割合が大きくなるような処理が施さる。具
体的には、病変部が褐色で表示される扁平上皮癌等の場合には、注目すべき病変部では褐
色の割合が大きくなることになり、どこに注目すればよいかの判断を容易にすることが可
能になる。
【０１３６】
　また、特定の波長帯域とは、白色光の波長帯域よりも狭い帯域である。具体的には第１
の画像及び第２の画像は例えば生体内画像であり、特定の波長帯域とは、例えば血液中の
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ヘモグロビンに吸収される波長の波長帯域である。さらに具体的には、３９０ｎｍ～４４
５ｎｍまたは５３０ｎｍ～５５０ｎｍの波長帯域である。
【０１３７】
　これにより、生体の表層部及び、深部に位置する血管の構造を観察することが可能にな
る。また得られた信号を特定のチャンネル（Ｒ，Ｇ，Ｂ）に入力することで、扁平上皮癌
等の通常光では視認が難しい病変などを褐色等で表示することができ、病変部の見落とし
を抑止することができる。なお、３９０ｎｍ～４４５ｎｍまたは５３０ｎｍ～５５０ｎｍ
とはヘモグロビンに吸収されるという特性及び、それぞれ生体の表層部または深部まで到
達するという特性から得られた数字である。ただし、この場合の波長帯域はこれに限定さ
れず、例えばヘモグロビンによる吸収と生体の表層部又は深部への到達に関する実験結果
等の変動要因により、波長帯域の下限値が０～１０％程度減少し、上限値が０～１０％程
度上昇することも考えられる。
【０１３８】
　また、本実施形態は、画像処理装置（画像処理部）を含む電子機器にも適用できる。
【０１３９】
　例えば本実施形態にかかる画像処理装置は、内視鏡の他、デジタルカメラ、デジタルビ
デオカメラ、パーソナルコンピューター等の様々なタイプの電子機器（電圧、電流等の動
力源で動作する機器）に搭載することが可能である。
【０１４０】
　また、本実施形態は、第１の光源と、第２の光源と、第１画像取得部（狭義には通常光
画像取得部３２０）と、第２画像取得部（狭義には特殊光画像取得部３３０）と、注目候
補領域検出部３４１と、信頼度算出部３４２と、表示態様設定部３４３と、表示部４００
とを含む内視鏡システムであってもよい。第１の光源は生体内の被写体に対し白色光を照
射し、第２の光源は生体内の被写体に対し特定の波長帯域の光（例えば狭帯域光や、蛍光
を発生させるための励起光）を照射する。第１画像取得部は第１の光源の照射によって白
色光の波長帯域における情報を有した被写体像を含む画像を第１の生体内画像として取得
し、第２の画像取得部は第２の光源の照射によって特定の波長帯域における情報を有した
被写体像を含む画像を第２の生体内画像として取得する。注目候補領域検出部３４１は、
第２の生体内画像の画素の特徴量に基づいて、注目領域の候補である注目候補領域を検出
する。信頼度算出部３４２は、注目候補領域が注目領域であることの確からしさを示す信
頼度を算出する。表示態様設定部３４３は、信頼度に応じて、出力画像の表示態様を設定
する処理を行う。表示部４００は設定された表示態様に従って出力画像を表示する。
【０１４１】
　これにより、白色光源によるものと、特定の波長帯域の光によるものの２枚の生体内画
像が得られる。そして得られた画像の内第２の生体内画像の画素の特徴量を算出し、注目
領域（具体的には例えば病変部の領域）の候補である注目候補領域を検出することが可能
になる。さらに信頼度算出部３４２で算出された信頼度に応じて、注目候補領域の中から
注目領域を選出することで、より精度の高い（具体的には病変部であることが確からしい
）領域選出ができ、その上で出力画像の表示態様を設定することができる。決定された表
示態様に従って表示部４００に表示することでシステム利用者（具体的にはドクター）に
対して情報を提示することが可能になる。
【０１４２】
　また、本実施形態は、第１画像取得部と、第２画像取得部と、注目領域検出部と、表示
態様設定部３４３とを含む画像処理装置であってもよい。第１画像取得部は、白色光の波
長帯域における情報を有した被写体像を含む画像を第１の画像として取得するものであり
、第２画像取得部は、特定の波長帯域における情報を有した被写体像を含む画像を第２の
画像として取得するものである。注目領域検出部は、第２の画像内の画素の特徴量に基づ
いて、注目すべき領域である注目領域を検出する。表示態様設定部３４３は、注目領域に
対応する出力画像の対応注目領域に、注目領域の検出の結果に関する情報を発するアラー
ト領域を表示する処理を行う。
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【０１４３】
　これにより、第１の画像と第２の画像を取得し、第２の画像内の画素の特徴量に基づい
て、第２の画像から注目領域を検出することが可能になる。そして注目領域に対応する対
応注目領域を出力画像から検出し、アラート領域を表示する。これにより注目領域（具体
的には例えば病変部の領域）に対応する対応注目領域の視認性を、第１の画像をそのまま
表示した場合に比べて高めることが可能になる。なおここでのアラート領域とは、前述し
たように優先度によって選出されるものであってもよいし、優先度とは関係のないもので
あってもよい。
【０１４４】
　また、本実施形態は、第１画像取得部と、第２画像取得部と、注目候補領域検出部３４
１と、信頼度算出部３４２と、表示態様設定部３４３としてコンピューターを機能させる
プログラムであってもよい。第１画像取得部は白色光の波長帯域における情報を有した被
写体像を含む画像を第１の画像として取得し、第２画像取得部は特定の波長帯域における
情報を有した被写体像を含む画像を第２の画像として取得する。注目候補領域検出部３４
１は、第２の画像内の画素の特徴量に基づいて、第２の画像から注目領域の候補である注
目候補領域を検出する。信頼度算出部３４２は、注目候補領域が注目領域であることの確
からしさを示す信頼度を算出する。表示態様設定部３４３は、信頼度に応じて出力画像の
表示態様を設定する処理を行う。
【０１４５】
　これにより、例えばカプセル型内視鏡などのように、まず画像データを蓄積し、その後
蓄積された画像データに対してＰＣ等のコンピューターシステムでソフトウェア的に処理
を行うことが可能になる。
【０１４６】
　また、本実施形態は、第１画像取得部と、第２画像取得部と、注目領域検出部と、表示
態様設定部３４３としてコンピューターを機能させるプログラムであってもよい。第１画
像取得部は、白色光の波長帯域における情報を有した被写体像を含む画像を第１の画像と
して取得するものであり、第２画像取得部は、特定の波長帯域における情報を有した被写
体像を含む画像を第２の画像として取得するものである。注目領域検出部は、第２の画像
内の画素の特徴量に基づいて、注目すべき領域である注目領域を検出する。表示態様設定
部３４３は、注目領域に対応する出力画像の対応注目領域に、注目領域の検出の結果に関
する情報を発するアラート領域を表示する処理を行う。
【０１４７】
　これにより、例えばカプセル型内視鏡などのように、まず画像データを蓄積し、その後
蓄積された画像データに対してＰＣ等のコンピューターシステムでソフトウェア的に処理
を行うことが可能になる。
【０１４８】
　また本実施形態は、本実施形態の各部（第１画像取得部、第２画像取得部、注目候補領
域検出部、信頼度算出部、表示態様設定部、加工部等）を実現するプログラムコードが記
録されたコンピュータープログラムプロダクトにも適用できる。
【０１４９】
　ここでプログラムコードとは、白色光の波長帯域における情報を有した被写体像を含む
画像を第１の画像として取得する第１画像取得部と、特定の波長帯域における情報を有し
た被写体像を含む画像を第２の画像として取得する第２画像取得部と、前記第２の画像内
の画素の特徴量に基づいて、前記第２の画像から、注目すべき領域の候補である注目候補
領域を検出する注目候補領域検出部と、算出された前記信頼度に応じて、出力画像の表示
態様を設定する処理を行う表示態様設定部と、を実現する。
【０１５０】
　またコンピュータープログラムプロダクトは、例えば、プログラムコードが記録された
情報記憶媒体（ＤＶＤ等の光ディスク媒体、ハードディスク媒体、メモリ媒体等）、プロ
グラムコードが記録されたコンピューター、プログラムコードが記録されたインターネッ
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トシステム（例えば、サーバとクライアント端末を含むシステム）など、プログラムコー
ドが組み込まれた情報記憶媒体、装置、機器或いはシステム等である。この場合に、本実
施形態の各構成要素や各処理プロセスは各モジュールにより実装され、これらの実装され
たモジュールにより構成されるプログラムコードは、コンピュータープログラムプロダク
トに記録される。
【０１５１】
　３．第２の実施形態
　本発明の第２の実施形態について説明する。注目候補領域検出部３４１及び加工部３４
３１以外は第１の実施形態と同様である
　注目候補領域検出部３４１は、制御部３５０の制御に基づき、特殊光画像から注目すべ
き領域の候補である注目候補領域を検出する。注目候補領域検出部３４１の具体的な構成
について説明する。図２３は、第２の実施形態における注目候補領域検出部３４１の構成
の一例を説明するブロック図である。図２３に示すように、注目候補領域検出部３４１は
、局所領域設定部３４１１と、特徴量算出部３４１２と、領域設定部３４１４を備えてい
る。ここで、特殊光画像取得部３３０は、局所領域設定部３４１１に接続されている。局
所領域設定部３４１１は、特徴量算出部３４１２に接続されている。特徴量算出部３４１
２は、領域設定部３４１４に接続されている。領域設定部３４１４は、信頼度算出部３４
２と、表示態様設定部３４３とに接続されている。また、制御部３５０は、局所領域設定
部３４１１と、特徴量算出部３４１２と、領域設定部３４１４に双方向に接続されていて
、これらを制御するようになっている。
【０１５２】
　局所領域設定部３４１１は、第１の実施形態と同様に、特殊光画像に対して複数の局所
領域を設定する。
【０１５３】
　特徴量算出部３４１２はすべての局所領域に対して特徴量を算出する。ここでは第１の
実施形態と同様に色相を利用する。
【０１５４】
　次に、領域設定部３４１４はすべての局所領域に対して算出した色相Ｈを用いて閾値処
理を行い、注目候補領域を設定する。ここでは褐色の領域を注目領域として設定したいた
め、例えば色相Ｈが５～３５の範囲にある局所領域を抽出すればよい。
【０１５５】
　さらに、領域設定部３４１４は、抽出された局所領域同士で、隣接するものを統合する
処理を行い、処理の結果得られた各領域を注目候補領域とする（局所領域１つの場合も注
目候補領域とする）。注目候補領域に含まれる局所領域ａ（ｍ，ｎ）の座標と、各局所領
域が含む画素の情報から、注目候補領域に含まれるすべての画素の位置を算出し、これを
注目候補領域情報として、信頼度算出部３４２と表示態様設定部３４３に出力する。
【０１５６】
　また、領域設定部３４１４は、出力される注目領域情報が多角形や円形などの任意の形
状を示すように注目候補領域情報を設定しなおすことも可能である。例として図１５（Ａ
）、図１５（Ｂ）を示す。図１５（Ａ）、図１５（Ｂ）は特殊光画像を表し、点線で囲ま
れた領域一つ一つが局所領域を表すものである。図１５（Ａ）において注目候補領域１に
対応する注目候補領域の形状を四角形にしたい場合は、まず注目候補領域１に属する局所
領域ａ（ｍ，ｎ）の座標と、各局所領域が含む画素の情報から、注目候補領域１に含まれ
るすべての画素の位置を算出する。さらにそれらの画素の集合に外接する四角形を注目候
補領域として再度設定し、設定された注目候補領域に含まれるすべての画素の位置を算出
し、注目候補領域１に対応する注目候補領域情報として出力すればよい。このような処理
を行うことで、注目候補領域を図１５（Ｂ）に示すような視認しやすい形状に設定しなお
すことができる。これにより注目候補領域が複雑な形状となることを防ぎ、視認性を向上
することができる。
【０１５７】
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　また、ここでは色相Ｈの替わりに公知の手法で局所領域の平均の輝度や彩度を算出し、
これらの値を特徴量として注目候補領域を検出してもよい。さらにこれらの輝度、色相、
彩度の情報を任意に組み合わせることで１つの特徴量を算出し、注目候補領域を検出する
ことも可能であることは言うまでもない。
【０１５８】
　次に、加工部３４３１の具体的な構成について説明する。図２４は、第２の実施形態に
おける加工部３４３１の構成の一例を説明するブロック図である。図２４に示すように、
加工部３４３１は、領域選出部３４３１３と、領域加工部３４３１４と、輝度変換部３４
３１５とを備えている。
【０１５９】
　領域選出部３４３１３は、注目候補領域検出部３４１から入力された注目候補領域情報
と、信頼度算出部３４２から入力された信頼度に基づき、注目領域を選出する。具体的に
は、まず、注目候補領域の中から、予め設定された閾値以上の信頼度を有するものを抽出
する。例えば信頼度が１の注目候補領域を注目領域として検出すると、図１５（Ａ）では
注目候補領域１に属する局所領域だけが注目領域として検出されることになる。このよう
な処理を行うことで、微小な面積の注目候補領域をノイズとして排除することが可能とな
り、信頼度の高い注目領域を選出することができる。また選出された注目領域に対応する
第１の画像内の領域を対応注目領域として設定する。そして対応注目領域の画素の情報を
対応注目領域情報として出力する。
【０１６０】
　領域加工部３４３１４は例えば、通常光画像の中で対応注目領域情報として入力された
画素に対して、以下の式（１４）～（１６）を用いて色変換処理を行う。ここでｒ（ｘ，
ｙ），ｇ（ｘ，ｙ），ｂ（ｘ，ｙ）は色変換前の通常光画像の座標（ｘ，ｙ）におけるＲ
，Ｇ，Ｂチャンネルの信号値であり、ｒ＿ｏｕｔ（ｘ，ｙ），ｇ＿ｏｕｔ（ｘ，ｙ），ｂ
＿ｏｕｔ（ｘ，ｙ）は色変換後の通常光画像のＲ，Ｇ，Ｂチャンネルの信号値である。ま
た、Ｔ＿ｒ，Ｔ＿ｇ，Ｔ＿ｂは任意のターゲット色のＲ，Ｇ，Ｂ信号値であり、ｇａｉｎ
は０～１の任意の係数である。
【０１６１】
　r_out(x,y)=gain*r(x,y)+(1-gain)*T_r　・・・・・（１４）
　g_out(x,y)=gain*g(x,y)+(1-gain)*T_g　・・・・・（１５）
　b_out(x,y)=gain*b(x,y)+(1-gain)*T_b　・・・・・（１６）
【０１６２】
　このような処理を行うことで、図２６（Ｂ）に示す特殊光画像を観察した時に病変部と
疑われる注目領域が、図２６（Ｃ）に示すように通常光画像に色の異なる領域として表示
されることになり、通常光画像と特殊光画像を用いた診断を行う際にドクターの負荷を低
減しながら病変部の見逃しを抑止することが可能になる。
【０１６３】
　また、領域加工部３４３１４は例えば通常光画像のうち対応注目領域の境界を構成する
すべての画素に対して、以下の式（１７）～（１９）を用いて色変換処理を行ってもよい
。
【０１６４】
　r_out(x,y)=T_r　・・・・・（１７）
　g_out(x,y)=T_g　・・・・・（１８）
　b_out(x,y)=T_b　・・・・・（１９）
【０１６５】
　このような処理を行うことで、図２６（Ｄ）に示すように通常光画像において対応注目
領域が任意の目標色に囲まれた部分として表示されることになる。
【０１６６】
　輝度変更部３４３１５は例えば通常光画像のうち対応注目領域に含まれないすべての画
素に対して、以下の式（２０）～（２２）のような輝度変換処理を行ってもよい。
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【０１６７】
　r_out(x,y)=gain*r(x,y)　・・・・・（２０）
　g_out(x,y)=gain*g(x,y)　・・・・・（２１）
　b_out(x,y)=gain*b(x,y)　・・・・・（２２）
【０１６８】
　このような処理を行うことで、図２６（Ｅ）に示すように通常光画像のうち対応注目領
域に含まれない領域が暗くなることで、対応注目領域を相対的に明るい部分として表示す
ることができる。
【０１６９】
　次に優先度によりアラート領域を設定する場合の加工部３４３１の具体的な構成につい
て説明する。図２５は、アラート領域を設定する場合の加工部３４３１の構成の一例を説
明するブロック図である。図２５に示すように、加工部３４３１は、領域選出部３４３１
３と、領域加工部３４３１４と、輝度変換部３４３１５とを備えている。
【０１７０】
　領域選出部３４３１３は、注目候補領域検出部３４１から入力された注目候補領域情報
と、信頼度算出部３４２から入力された信頼度に基づき、注目領域を選出する。そして選
出された注目領域に対応する第１の画像内の領域を対応注目領域として設定する。さらに
注目領域と、優先度設定部３４５（出力画像生成部３４０に含まれる。図９には図示せず
）から入力された優先度に基づき、アラート領域を設定する。そしてアラート領域の画素
の情報をアラート領域情報として出力する。
【０１７１】
　ここで優先度とは、優先して表示すべき度合いを示すもので、例えば信頼度や画素の特
徴量、注目すべき度合いなどに基づいて設定される。なお注目すべき度合いとは第１の実
施形態における注目情報設定部３４３１５で設定されるような情報である。
【０１７２】
　領域選出部３４３１３は、アラート領域の上限数に関する情報を保持している。アラー
ト領域の数が上限数を超えると予測される場合には、上限数を超える注目領域はアラート
領域として非設定にする。これによりドクターが一度に認識するには多すぎる数の領域が
表示されてしまう事態を抑止することができる。
【０１７３】
　領域加工部３４３１４は、上述した式（１４）～（１９）のような色変換処理を行う。
またアラート領域の加工処理の優先度に関する情報を保持している。そしてアラート領域
が複数ある場合には、優先度の高いアラート領域から順次加工処理を行っていく。
【０１７４】
　また、加工部３４３１は前述の処理に限らず任意の輝度変換や色変換の処理を用いて、
通常光画像の対応注目領域を加工できることは言うまでもない。
【０１７５】
　さらに加工部３４３１は通常光画像内の対応注目領域に対して色変換や輝度変換を施す
だけではなく、図２６（Ｆ）に示すように注目領域の部分の特殊光画像を通常光画像の近
傍に表示してもよい。また、注目領域の部分の特殊光画像を対応注目領域の部分の通常光
画像と置き換えて表示してもよい。
【０１７６】
　また、本実施の形態では、画像処理部３００を構成する各部をハードウェアで構成する
こととしたが、これに限定されるものではない。例えば、カプセル内視鏡などの撮像装置
を用いて予め取得された画像に対して、ＣＰＵが各部の処理を行う構成とし、ＣＰＵがプ
ログラムを実行することによってソフトウェアとして実現することとしてもよい。あるい
は、各部が行う処理の一部をソフトウェアで構成することとしてもよい。
【０１７７】
　この場合、図１９の注目候補領域検出ステップ（Ｓ１３）及び図２１の加工ステップ（
Ｓ３１）以外は第１の実施形態と同様である。
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【０１７８】
　図２７を参照して、図１９のＳ１３における注目候補領域検出処理の詳細について説明
する。この処理を開始すると、まず、特殊光画像（第２の画像）を局所領域に分割する（
Ｓ２１）。この場合、特殊光画像を矩形領域に分割する。この矩形領域のサイズは適宜設
定できるが、ここでは例えば、１６×１６画素単位とする。
【０１７９】
　続いて、分割した局所領域を順次抽出し、式（３）～（８）で上述した通り、病変らし
さを示す特徴量を算出する（Ｓ２２）。
【０１８０】
　次に、算出された局所領域の特徴量と所与の閾値とを局所領域毎に比較し閾値の条件を
満たす各局所領域を抽出する。条件を満たす局所領域が隣接している場合、それらを統合
して局所領域群を作成し、その局所領域群（局所領域１つの場合を含む）を含む領域を注
目候補領域として検出する（Ｓ２３）。そして、注目候補領域が検出されたかどうかを表
すフラグ情報を出力する（Ｓ２４）。
【０１８１】
　次に、図２８を参照して、図２１のＳ３１における加工処理の詳細について説明する。
この処理を開始すると、まず、検出された注目候補領域の中から、信頼度が所与の閾値よ
りも高いものを注目領域として選出し、通常光画像から注目領域に対応する対応注目領域
を抽出する（Ｓ３３）。
【０１８２】
　その後、注目領域の検出結果をもとに、検出された特殊光画像内の注目領域に対応する
通常光画像内の対応注目領域の視認性を高める加工をする。ここでは、式（１４）～（１
６）で上述した通り、対応注目領域全体を所与の目標色に近づける処理を行ってもよいし
、式（１７）～（１９）で上述した通り、対応注目領域の周縁を目標色で囲む処理を行っ
てもよい（Ｓ３４）。
【０１８３】
　そして、式（２０）～（２２）で上述した通り、対応注目領域以外の領域に含まれる画
素の輝度を低減する処理を行ってもよい。（Ｓ３５）。
【０１８４】
　このような処理を行うことで、図２６（Ｂ）に示す特殊光画像を観察した時に病変部と
疑われる注目領域が、図２６（Ｃ）に示すように通常光画像に色の異なる領域として重畳
して表示されることになる。またＳ３５の処理を行った場合、図２６（Ｅ）に示すように
アラート領域以外が暗く表示されることになる。これにより通常光画像と特殊光画像を用
いた診断を行う際にドクターの負荷を低減しながら病変部の見逃しを抑止することが可能
になる。
【０１８５】
　次に図２９を参照して、図２１のＳ３１の加工処理において、優先度によりアラート領
域を設定する場合について説明する。この処理を開始すると、まず、検出された注目候補
領域の中から信頼度が所与の閾値よりも高いものを注目領域として選出し、通常光画像か
ら注目領域に対応する対応注目領域を抽出する（Ｓ３６）。さらに、抽出された注目領域
の中から優先度の高い順に抽出を行う。抽出する注目領域の数は、予めユーザーが設定す
るものとする。抽出された注目領域をアラート領域とする（Ｓ３７）。Ｓ３８の色変換処
理は図２８のＳ３４と、Ｓ３９の輝度変換処理は図２８のＳ３５と同様である。
【０１８６】
　以上のように本実施形態では、加工部３４３１は、加工処理として変換処理を行う。
【０１８７】
　これにより、第１の画像内の対応注目領域の視認性を、変換処理により高めることが可
能になる。ここで変換処理とは色変換処理や輝度変換処理が考えられる。詳細については
後述する。
【０１８８】
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　また、加工部３４３１は、加工処理として注目領域の部分の画像を、第１の画像に関連
づける処理を行ってもよい。
【０１８９】
　これにより、第１の画像内の対応注目領域の視認性を、関連づけによって高めることが
可能になる。ここで関連づけとは、具体的には注目領域の部分画像を第１の画像の近傍に
表示したり、第１の画像の対応注目領域の部分画像を、第２の画像の注目領域の部分画像
で置き換えたりする処理などが考えられる。詳細については後述する。
【０１９０】
　また、領域選出部３４３１３は、注目領域の中から、優先度に基づいて、アラート領域
を選出してもよい。
【０１９１】
　これにより、信頼度とは別の観点から（場合によっては同一の観点からもう一度）選出
処理を行うことが可能になり、より目的にあった領域を選出することができる。
【０１９２】
　ここで優先度は、信頼度、画素の特徴量及び注目すべき度合いの少なくとも１つの情報
により設定されてもよい。
【０１９３】
　これにより、領域選出の尺度として、信頼度はもちろん、画素の特徴量（例えば彩度・
輝度）、注目すべき度合い（詳細は後述する注目情報設定部３４３１１に関連して説明す
る）を採用することが可能になり、多様な観点から領域を選出することができる。
【０１９４】
　また、領域選出部３４３１３は、アラート領域の上限数に関する情報を保持し、アラー
ト領域が上限数を超えると予測される場合には、それ以上の数のアラート領域は非設定に
してもよい。
【０１９５】
　これにより、必要以上の数（例えばドクターが一度に把握することが困難な数）のアラ
ート領域が表示されてしまう事態を抑止し、円滑な利用（例えば診断・治療）を実現する
ことが可能になる。
【０１９６】
　また、加工部３４３１は領域加工部３４３１４を含む。領域加工部３４３１４はアラー
ト領域の加工処理の優先度に関する情報を保持しており、優先度が高いアラート領域から
順次加工処理を行ってもよい。
【０１９７】
　これにより、優先度が高い（具体的には病変である可能性が高かったり、深刻な病変で
あったりする場合が考えられる）領域から加工処理が行われることになり、効率的な診断
・治療を実現することができる。
【０１９８】
　また、加工部３４３１は、信頼度が高い場合には、第１の画像内の対応注目領域の視認
性を高める色変換処理を行う。ここで信頼度の高低の判断は、例えば所与の閾値との比較
などにより行うことが考えられる。
【０１９９】
　これにより、信頼度が高い場合（具体的には、例えば注目候補領域が病変部であること
が確からしい場合）には、第１の画像内の対応注目領域の視認性を高める色変換処理をす
ることになり、病変部の見落としを抑止すること等ができる。
【０２００】
　また、加工部３４３１は、領域選出部３４３１３を含み、領域選出部３４３１３は、注
目候補領域の中から、信頼度に基づいて注目領域を選出する。さらに注目領域に対応する
、第１の画像内の対応注目領域を選出する。そして加工部３４３１は対応注目領域に対し
て色変換処理を行う。
【０２０１】



(30) JP 5658873 B2 2015.1.28

10

20

30

40

50

　これにより、注目領域に対応する対応注目領域を適切に選出することが可能になる。そ
して対応注目領域に対して色変換処理を行うことで、適切な領域（例えば病変として検出
された領域）に対して色変換処理を行うことができ、病変部の見落としを抑止すること等
が可能になる。
【０２０２】
　また、加工部３４３１は、対応注目領域に含まれる画素の色を、ターゲット色と重み付
け加算することで、色変換による加工処理を行ってもよい。
【０２０３】
　これにより、図２６（Ｃ）に示すように、対応注目領域内の画素を半透明にすることが
可能になり、視認性を高め、病変部の見落としを抑止すること等ができる。
【０２０４】
　また、加工部３４３１は、対応注目領域の周縁に位置する画素の色を、ターゲット色に
変換することで、色変換による加工処理を行ってもよい。
【０２０５】
　これにより、図２６（Ｄ）に示すように、対応注目領域をターゲット色で囲むことが可
能になり、視認性を高め、病変部の見落としを抑止すること等ができる。
【０２０６】
　また、加工部３４３１は、信頼度が高い場合には、第１の画像内の対応注目領域の視認
性を高める輝度変換処理を行ってもよい。ここで信頼度の高低の判断は、例えば所与の閾
値との比較などにより行うことが考えられる。
【０２０７】
　これにより、信頼度が高い場合（具体的には、例えば注目候補領域が病変部であること
が確からしい場合）には、第１の画像内の対応注目領域の視認性を高める輝度変換処理を
することになり、病変部の見落としを抑止すること等ができる。例えば第１の実施形態で
説明した合成処理後の画像に対して、第１の画像内の対応注目領域の視認性を高める輝度
変換処理を行うことで、より対応注目領域を目立たせることができる。
【０２０８】
　また、加工部３４３１は、領域選出部３４３１３を含み、領域選出部３４３１３は、注
目候補領域の中から、信頼度に基づいて注目領域を選出する。さらに注目領域に対応する
、第１の画像内の対応注目領域を選出する。そして加工部３４３１は対応注目領域以外に
対して輝度変換処理を行ってもよい。
【０２０９】
　これにより、注目領域に対応する対応注目領域を適切に選出することが可能になる。そ
して対応注目領域以外の領域に対して輝度変換処理を行うことで、適切な領域（例えば病
変として検出された領域）を除いた領域に対して輝度変換処理を行うことができ、病変部
の見落としを抑止すること等が可能になる。例えば第１の実施形態で説明した合成処理後
の画像の、対応注目領域以外の領域に対して輝度変換処理を行うことで、より対応注目領
域を目立たせることができる。
【０２１０】
　また、加工部３４３１は、対応注目領域以外の領域に含まれる画素の輝度を低減するこ
とで、輝度変換処理を行ってもよい。
【０２１１】
　これにより、図２６（Ｅ）に示すように対応注目領域以外の領域の輝度が低減され、暗
く表示されることになる。そのため相対的に対応注目領域が明るく見えるため、対応注目
領域を目立たせることが可能になり、病変部の見落としを抑止することができる。
【０２１２】
　また、加工部３４３１は、信頼度が高い場合には、第１の画像内の対応注目領域の視認
性を高める処理を行う。視認性を高める処理として、第２の画像の注目候補領域の部分画
像と、第１の画像を関連づける処理を行ってもよい。ここで信頼度の高低の判断は、例え
ば所与の閾値との比較などにより行うことが考えられる。
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【０２１３】
　これにより、信頼度が高い場合（具体的には、例えば注目候補領域が病変部であること
が確からしい場合）には、第１の画像内の対応注目領域の視認性を高める処理として、注
目候補領域の部分画像と第１の画像を関連づける処理を行うことが可能になり、病変部の
見落としを抑止すること等ができる。関連づけの詳細については後述する。
【０２１４】
　また、加工部３４３１は、領域選出部３４３１３を含み、領域選出部３４３１３は、注
目候補領域の中から、信頼度に基づいて注目領域を選出する。さらに注目領域に対応する
、第１の画像内の対応注目領域を選出する。そして加工部３４３１は、注目領域の部分画
像と第１の画像の関連付けとして、注目領域の部分画像を第１の画像の近傍に表示しても
よい。
【０２１５】
　これにより、図２６（Ｆ）に示すような態様で出力画像を表示することが可能になり、
例えばドクターは第１の画像と第２の画像をそのまま並べた場合に比べて、出力画像を見
る際の負荷が軽減される効果等が期待できる。また、病変部の部分画像が近傍に表示され
るため、病変部の見落としを抑止することも可能になる。
【０２１６】
　また、加工部３４３１は、領域選出部３４３１３を含み、領域選出部３４３１３は、注
目候補領域の中から、信頼度に基づいて注目領域を選出する。さらに注目領域に対応する
、第１の画像内の対応注目領域を選出する。そして加工部３４３１は、注目領域の部分画
像と第１の画像の関連付けとして、注目領域の部分画像を対応注目領域の部分画像と置き
換えて表示してもよい。
【０２１７】
　これにより、第１の画像内に第２の画像の注目領域の部分画像がはめ込まれた態様で、
出力画像を表示できる。従って注目領域（具体的には病変部等）の部分は第２の画像（具
体的には病変部を視認しやすい特殊光画像）で観察することができるとともに、それ以外
の部分は第１の画像（具体的には全体に明るく見やすい通常光画像）で観察することが可
能になり、例えば病変部の見落としを抑止すること等ができる。
【０２１８】
　４．第３の実施形態
　本発明の第３の実施形態にかかる内視鏡システムについて説明する。注目候補領域検出
部３４１及び加工部３４３１以外は第２の実施形態と同様である。
【０２１９】
　まず、本実施の形態における注目候補領域検出部３４１の具体的な構成について説明す
る。前述した図１０は、本実施の形態における注目候補領域検出部３４１の構成の一例を
説明するブロック図である。
【０２２０】
　局所領域設定部３４１１はまず特殊光画像に対して、第２の実施形態と同様に複数の局
所領域を設定する。次に、特徴量算出部３４１２は設定したすべての局所領域に対して、
第２の実施形態と同様に特徴量を算出する。ここでは特徴量として前述の色相Ｈ（ｍ，ｎ
）を使用する。
【０２２１】
　分類部３４１３は、制御部３５０の制御に基づき、算出された局所領域の特徴量Ｈ（ｍ
，ｎ）と所定の閾値とを局所領域毎に比較し、その比較結果に応じて、各局所領域を複数
のグループに分類する。この場合、予め設定された複数の閾値Ｔｈｉ（ｉ＝０，１…，Ｌ
）を用い、Ｈ（ｍ，ｎ）がＴｈｉ以上かつＴｈｉ＋１未満の場合、局所領域ａ（ｍ，ｎ）
をグループｉの局所領域と分類する。このような処理を行うことで、各局所領域は、グル
ープ０からグループ（Ｌ－１）のグループに分類される。ここで閾値Ｔｈｉの設定方法は
ユーザーが任意の値を設定することもできるし、制御部３５０により予め決められた値に
自動的に設定されてもよい。また、閾値Ｔｈｉは特殊光画像内の位置によって適応的に設
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定されてもよい。各グループに分類された局所領域情報は、領域設定部３４１４に出力さ
れる。
【０２２２】
　本実施の形態においては、領域設定部３４１４は注目の度合いに応じて注目候補領域を
検出する。例えば分類部３４１３でグループ０からグループ（Ｌ－１）の各グループに分
類された局所領域のうち、グループａに分類された複数の局所領域を注目レベルａの注目
候補領域、グループｂに分類された複数の局所領域を注目レベルｂの注目候補領域として
検出する（ここでａ，ｂは０～Ｌ－１の任意の定数でａ≠ｂ）。領域設定部３４１４は各
注目レベルの注目候補領域として検出された複数の局所領域ａ（ｍ，ｎ）の座標と、各局
所領域が含む画素の情報から、注目候補領域に含まれるすべての画素の位置を算出し、こ
れを各注目レベルの注目候補領域情報として、信頼度算出部３４２と表示態様設定部３４
３に出力する。さらに、領域設定部３４１４は、特殊光画像中に注目候補領域が検出され
たか否かの制御信号を表示態様設定部３４３に出力する。
【０２２３】
　ここで領域設定部３４１４は注目の度合いを注目レベルａとｂの２つとして注目候補領
域の設定を行ったが、注目の度合いは必要に応じて任意の数に設定できることは言うまで
もない。
【０２２４】
　さらに領域設定部３４１４は各注目レベルで注目候補領域として検出された複数の局所
領域に対して、注目レベル毎に第２の実施の形態と同様に新たな注目候補領域を設定する
（例えば視認性を高めるために、単純な四角形にする等）ことも可能である。
【０２２５】
　次に、本実施の形態における加工部３４３１の具体的な構成について説明する。図３０
は、本実施の形態における加工部３４３１の構成の一例を説明するブロック図である。図
３０に示すように、加工部３４３１は、注目情報設定部３４３１１と、領域選出部３４３
１３と、領域加工部３４３１４と、輝度変換部３４３１５とを備えている。
【０２２６】
　注目情報設定部３４３１１は、各注目候補領域に対して、注目すべき度合いを示す注目
情報を設定する。具体的には例えば、グループａに属していれば注目度ａ、グループｂな
ら注目度ｂといった設定の仕方がある。さらに具体的には病変が癌であったら注目度５、
通常の炎症であったら注目度１といった設定の仕方も考えられる。
【０２２７】
　図３１（Ａ）は通常光画像取得部３２０から出力された通常光画像と、注目候補領域情
報を示した一例である。ここでは、点線で示したレベルａ及びレベルｂの注目候補領域に
含まれるすべての画素の位置情報が注目候補領域情報として領域選出部３４３１３に入力
される。
【０２２８】
　領域選出部３４３１３は、第２の実施形態と同様に、注目領域及び対応注目領域設定す
る。さらにアラート領域を設定してもよい。
【０２２９】
　領域加工部３４３１４は注目候補領域検出部３４１から出力された注目候補領域情報を
用いて、通常光画像取得部３２０から出力された通常光画像を加工する。
【０２３０】
　領域加工部３４３１４は例えば、通常光画像のうち、領域選出部３４３１３から対応注
目領域情報として入力された画素に対して、以下の式（２３）～（２８）を用いて色変換
処理を行う。ここでｒ（ｘ，ｙ），ｇ（ｘ，ｙ），ｂ（ｘ，ｙ）は色変換前の通常光画像
の座標（ｘ，ｙ）におけるＲ，Ｇ，Ｂチャンネルの信号値であり、ｒ＿ｏｕｔ（ｘ，ｙ）
，ｇ＿ｏｕｔ（ｘ，ｙ），ｂ＿ｏｕｔ（ｘ，ｙ）は色変換後の通常光画像のＲ，Ｇ，Ｂチ
ャンネルの信号値である。また、Ｔａ＿ｒ，Ｔａ＿ｇ，Ｔａ＿ｂはレベルａの対応注目領
域に対する任意のターゲット色のＲ，Ｇ，Ｂ信号値であり、注目情報設定部３４３１１で
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設定された注目情報に基づいて決定される。また、Ｔｂ＿ｒ，Ｔｂ＿ｇ，Ｔｂ＿ｂはレベ
ルｂの対応注目領域に対する任意のターゲット色のＲ，Ｇ，Ｂ信号値であり、同様に注目
情報に基づいて決定される。ｇａｉｎは任意の係数である。
【０２３１】
レベルaの対応注目領域
　r_out(x,y)=gain*r(x,y)+(1-gain)*Ta_r　・・・・・（２３）
　g_out(x,y)=gain*g(x,y)+(1-gain)*Ta_g　・・・・・（２４）
　b_out(x,y)=gain*b(x,y)+(1-gain)*Ta_b　・・・・・（２５）
レベルbの対応注目領域
　r_out(x,y)=gain*r(x,y)+(1-gain)*Tb_r　・・・・・（２６）
　g_out(x,y)=gain*g(x,y)+(1-gain)*Tb_g　・・・・・（２７）
　b_out(x,y)=gain*b(x,y)+(1-gain)*Tb_b　・・・・・（２８）
【０２３２】
　このような処理を行うことで、病変部と疑われる対応注目領域に、図３１（Ｂ）に示す
ように注目の度合いに応じて異なる色で対応注目領域が表示されることになり、通常光画
像と特殊光画像を用いた診断を行う際にドクターの負荷を低減しながら病変部の見逃しを
抑止することが可能になる。
【０２３３】
　なお領域加工部３４３１４は前述の処理に限らず、第２の実施形態に示したような異な
る色変換の処理を用いて、注目の度合いに応じて通常光画像の対応注目領域を加工できる
ことは言うまでもない。
【０２３４】
　また、本実施の形態では、画像処理部３００を構成する各部をハードウェアで構成する
こととしたが、第１の実施形態と同様に、予め取得された画像に対して、ＣＰＵが各部の
処理を行う構成とし、ＣＰＵがプログラムを実行することによってソフトウェアとして実
現することとしてもよい。あるいは、各部が行う処理の一部をソフトウェアで構成するこ
ととしてもよい。
【０２３５】
　この場合、図１９の注目候補領域検出ステップ（Ｓ１３）及び図２８の色変換ステップ
（Ｓ３４）以外は第２の実施形態と同様である。
本実施の形態における図１９の注目領域検出ステップ(Ｓ１３)での詳細な処理手順につい
て、前述の図２０のフローチャートを用いて説明する。
【０２３６】
　局所領域検出ステップではまず特殊光画像に対して、第２の実施形態と同様の方法で複
数の局所領域を設定する(Ｓ４１)。次に、設定したすべての局所領域に対して、第２の実
施形態と同様の方法で特徴量を算出する(Ｓ４２)。ここでは特徴量の一例として色相Ｈを
使用する。そして、すべての局所領域で算出した色相Ｈと前述の所定の閾値Ｔｈｉとを局
所領域毎に比較し、その比較結果に応じて、各局所領域を複数のグループに分類する(Ｓ
４３)。次に、前述の方法で注目の度合いに応じて注目候補領域を検出する。さらに各注
目レベルの注目候補領域として検出された局所領域ａ（ｍ，ｎ）の座標と、各局所領域が
含む画素の情報から、注目領域に含まれるすべての画素の位置を算出し、これを各注目レ
ベルの注目候補領域情報として出力する(Ｓ４４)。最後に、特殊光画像中に注目候補領域
が検出されたか否かのフラグ情報を出力する(Ｓ４５)。
【０２３７】
　本実施の形態における図２８の色変換処理ステップでは、注目候補領域検出ステップで
出力された各注目レベルの注目候補領域情報から、前述の式（２３）～（２８）のように
注目レベルに応じて異なる目標色を用いて通常光画像を加工する。
【０２３８】
　このような処理を行うことで、病変部と疑われる対応注目領域が、図３１（Ｂ）に示す
ように注目の度合いに応じて異なる色で表示されることになり、通常光画像と特殊光画像
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を用いた診断を行う際にドクターの負荷を低減しながら病変部の見逃しを抑止することが
可能になる。
【０２３９】
　以上の本実施形態では、加工部３４３１は、各注目候補領域に注目すべき度合いを示す
注目情報を設定する、注目情報設定部３４３１１を含む。そして加工部３４３１は設定さ
れた注目情報が示す注目度合いに応じて、色変換処理に用いる目標色を変更する。
【０２４０】
　これにより、例えば病変が２種類以上検出された場合に、図３１（Ｂ）に示すように、
それぞれを異なった色でアラート表示すること等が可能になる。具体的には例えば、癌の
部位と通常の炎症の部位で表示する色を変えることなどが考えられる。
【０２４１】
　５．第４の実施形態
　本発明の第４の実施形態にかかる内視鏡システムについて、図３２を参照して説明する
。第１の実施形態、第２の実施形態及び第３の実施形態では２つの撮像素子を用いて通常
光画像と特殊光画像を取得したが、ここでは例えばベイヤ配列の色フィルタを持つ第１撮
像素子だけから、画像処理を用いて通常光画像と特殊光画像を取得してもよい。本実施形
態に係る内視鏡システムは、光源部１００と、挿入部２００と、画像処理部３００と、表
示部４００と、外部Ｉ／Ｆ部５００を備えている。なお以下では第１の実施形態等と重複
する部分については、適宜、その説明を省略する。
【０２４２】
　光源部１００は、白色光源１１０と集光レンズ１２０を備えている。
【０２４３】
　挿入部２００は、光源部１００で集光された光を導くためのライトガイドファイバ２１
０と、該ライトガイドファイバにより先端まで導かれてきた光を拡散させて観察対象に照
射する照明レンズ２２０と、観察対象から戻る反射光を集光する対物レンズ２３０と、集
光した反射光を検出するための第１撮像素子２５０を備えている。第１撮像素子２５０は
例えば通常光画像を撮影するためのベイヤ配列の色フィルタを持つ撮像素子である。第１
撮像素子２５０の色フィルタは例えば図４に示すような分光特性を持っている。
【０２４４】
　画像処理部３００はＡＤ変換部３１０と通常光画像取得部３２０と特殊光画像取得部３
３０と出力画像生成部３４０と制御部３５０を備えている。
【０２４５】
　外部Ｉ／Ｆ部５００は、この内視鏡システムに対するユーザーからの入力等を行うため
のインターフェースである。
【０２４６】
　ＡＤ変換部３１０は、第１撮像素子から出力されるアナログ信号をデジタル信号に変換
して出力する。
【０２４７】
　通常光画像取得部３２０はＡＤ変換部３１０から出力されるデジタル信号から通常光画
像を取得する。特殊光画像取得部３３０はＡＤ変換部３１０から出力されるデジタル信号
から特殊光画像を取得する。
【０２４８】
　通常光画像取得部３２０で取得された通常光画像と、特殊光画像取得部３３０で取得さ
れた特殊光画像は出力画像生成部３４０に出力される。出力画像生成部３４０はこれら２
枚の画像から１枚の出力画像を生成して画像表示部に出力する。
【０２４９】
　通常光画像取得部３２０は、図７で説明したように通常光画像生成部３２１と通常光画
像記憶部３２２を備えている。これらの各部の機能、動作は図７で説明したものと同様で
あるため、詳細な説明は省略する。
【０２５０】
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　次に特殊光画像取得部３３０について図３３を用いて説明する。特殊光画像取得部３３
０は特殊光画像生成部３３１と、特殊光画像記憶部３３２と、信号抽出部３３３と、マト
リクスデータ設定部３３４を備えている。特殊光画像生成部３３１はＡＤ変換部３１０で
変換されて入力されるデジタル画像信号に対して画像処理を行い、特殊光画像を生成する
。本実施形態では特殊光画像は狭帯域光画像となる。本実施の形態において特殊光画像生
成部３３１に入力されるデジタル画像信号は、通常光画像生成部３２１に入力されるデジ
タル画像信号と同じ信号である。
【０２５１】
　ここで、信号抽出部３３３、マトリクスデータ設定部３３４及び特殊光画像生成部３３
１において狭帯域光画像を生成する方法について説明する。まず、入力されたデジタル画
像信号に対して既存の補間処理を行い、Ｒ，Ｇ，Ｂの３チャンネルを持つカラー画像を生
成する。この画像は白色光源下で第１撮像素子２５０を用いて被写体を撮像した場合のカ
ラー画像である。次にこのカラー画像から公知の分光推定技術を用いて、カラー画像の各
画素における被写体の分光反射率を推定する。分光推定技術の詳細は例えば特許文献３の
［００５４］～［００６５］に開示されており、この様な処理を行うことで、例えば各画
素が３８０ｎｍから７８０ｎｍまで１０ｎｍ刻みに被写体の分光反射率特性Ｏ（λ）を持
つような分光画像情報が取得される（ここでλは３８０～７８０）。ここでは画像上の位
置（ｘ，ｙ）における分光反射率特性をＯ（λ）ｘ，ｙと記述する。また、本実施の形態
における白色光源の分光放射率をＥ（λ）、光学系の分光透過率をＬ（λ）、第１の実施
形態における第２撮像素子２６０の色フィルタｇ２,ｂ２に対応する画素の分光感度をそ
れぞれｇ２（λ）,ｂ２（λ）とする。すると第１の実施形態におけるＧ２画像及びＢ２
画像に対応する画像Ｇ２’画像及びＢ２’画像の位置（ｘ，ｙ）における信号値Ｇ２’（
ｘ，ｙ）及びＢ２’（ｘ，ｙ）は以下の式（２９）、式（３０）で算出できる。
【０２５２】
　Ｇ２'(x,y)=∫E(λ)・O(λ)・L(λ)・ｇ２(λ)dλ　・・・・・（２９）
　Ｂ２'(x,y)=∫E(λ)・O(λ)・L(λ)・ｂ２(λ)dλ　・・・・・（３０）
【０２５３】
　画像上のすべての位置（ｘ，ｙ）に対してこのような計算を行うことで、第１撮像素子
２５０で得られる画像信号からＧ２’画像及びＢ２’画像を取得することができる。
【０２５４】
　次にこのＧ２’画像及びＢ２’画像から第１の実施形態と同様にＲ，Ｇ，Ｂの３チャン
ネルを持つカラー画像を生成する。ここでは例えばカラー画像のＲチャンネルにＧ２画像
を入力し、ＧチャンネルとＢチャンネルにＢ２画像を入力することでカラー画像が生成さ
れる。特殊光画像生成部３３１は、生成したカラー画像に対してさらにホワイトバランス
、階調変換等の処理を行い、狭帯域光画像として出力する。特殊光画像記憶部３３２は特
殊光画像生成部から出力された特殊光画像を記憶する。
【０２５５】
　通常光画像取得部３２０及び特殊光画像取得部３３０で画像が取得された後の処理につ
いては、第１、第２又は第３の実施形態と同様の処理を行えばよい。
【０２５６】
　以上の本実施形態では、第２画像取得部（狭義には特殊光画像取得部３３０）は第１画
像に基づいて、第２画像を生成する。具体的には第２画像取得部は信号抽出部３３３及び
マトリクスデータ設定部３３４を含む。信号抽出部３３３は、白色光の波長帯域における
信号を抽出する。マトリクスデータ設定部３３４は、特定の波長帯域における信号を算出
するためのマトリクスデータを設定する。そして第２画像取得部は、マトリクスデータを
用いて信号抽出部３３３が抽出した信号から、特定の波長帯域の信号を算出し、第２の画
像を生成する。
【０２５７】
　これにより、第１の画像に基づいて第２の画像を生成することができるので、図３２に
示すように、撮像素子が１つのみでもシステムを実現することが可能になり、挿入部２０
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０を小さくすることができる。また部品が少なくてすむためコストを下げる効果も期待で
きる。
【０２５８】
　６．第５の実施形態
　本発明の第５の実施形態にかかる内視鏡システムについて、図３４を参照して説明する
。本実施形態に係る内視鏡システムは、光源部１００と、挿入部２００と、画像処理部３
００と、表示部４００と、外部Ｉ／Ｆ部５００を備えている。
【０２５９】
　光源部１００は、白色光を発生する白色光源１１０と、光源からの出射光をライトガイ
ドファイバ２１０に集光するための集光レンズ１２０と、白色光から所定の波長帯域の光
を抽出する回転フィルタ１３０を備えている。
【０２６０】
　回転フィルタ１３０は、図３５に示されるように、透過率特性の異なる２種類のフィル
タＦ１,Ｆ２から構成されている。これらフィルタＦ１、Ｆ２は例えば図３６に示される
ように、それぞれ、フィルタＦ１が４００～６５０ｎｍ、フィルタＦ２が６００～６５０
ｎｍの波長帯域の光を透過させる透過率特性を有している。フィルタＦ１の光は白色光で
ある。フィルタＦ２により抽出された６００～６５０ｎｍの波長帯域の光は、Ｃｙ５のよ
うな蛍光薬剤を励起して、６６０～７５０ｎｍの波長帯域の蛍光を発生させる特性を有し
ている。ここで、この蛍光薬剤は腫瘍等の病変部に特異的に集積する性質を持つとする。
挿入部２００は、例えば、体腔への挿入を可能にするため細長くかつ湾曲可能に形成され
ている。
【０２６１】
　挿入部２００は、光源部で集光された光を導くためのライトガイドファイバ２１０と、
該ライトガイドファイバ２１０により先端まで導かれてきた光を拡散させて観察対象に照
射する照明レンズ２２０と、観察対象から戻る反射光を集光する対物レンズ２３０と、集
光された反射光と蛍光とを異なる光路に分岐するダイクロイックミラー２８０と、分岐さ
れた蛍光に含まれる励起光を遮断するバリアフィルタ２７０と、分岐された反射光を検出
する第１撮像素子２５０と、バリアフィルタ２７０を通過した蛍光を検出する第２撮像素
子２６０を備えている。バリアフィルタ２７０は図３７に示すように、ダイクロイックミ
ラー２８０により反射光から分岐された光のうち、蛍光に相当する波長帯域６６０～７５
０ｎｍの光のみを通過させ、その他の光を遮断する透過率特性を有している。また、第１
撮像素子２５０は例えば図４に示すようなＲ，Ｇ，Ｂの分光特性をベイヤ型のカラー撮像
素子であり、第２撮像素子２６０は、例えば波長帯域６６０～７５０ｎｍにおいて比較的
高い感度特性を有するモノクロ撮像素子である。
【０２６２】
　画像処理部３００はＡＤ変換部３１０と、通常光画像取得部３２０と、特殊光画像取得
部３３０と、出力画像生成部３４０と、制御部３５０を備えている。制御部３５０は通常
光画像取得部３２０、特殊光画像取得部３３０、出力画像生成部３４０に双方向に接続さ
れていて、これらを制御するようになっている。
【０２６３】
　さらに、制御部３５０は前述の回転フィルタ１３０とも双方向に接続されており、回転
フィルタ１３０は制御部３５０からの信号に応じてモータを回転駆動することにより、フ
ィルタＦ１とＦ２を順次切り替えて、照明光を観察対象である体腔内組織に順次照射する
。また、制御部３５０は、光路中に配置されているフィルタＦ１,Ｆ２の情報をトリガ信
号として、通常光画像取得部３２０、特殊光画像取得部３３０、出力画像生成部３４０に
出力するようになっている。
【０２６４】
　外部Ｉ／Ｆ部５００は、この内視鏡システムに対するユーザーからの入力等を行うため
のインターフェースである。
【０２６５】
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　ＡＤ変換部３１０は、第１撮像素子２５０及び第２撮像素子２６０から出力されるアナ
ログ信号をデジタル信号に変換して出力する。
【０２６６】
　通常光画像取得部３２０はＡＤ変換部３１０から出力されるデジタル信号から通常光画
像を取得する。特殊光画像取得部３３０はＡＤ変換部３１０から出力されるデジタル信号
から特殊光画像を取得する。
【０２６７】
　通常光画像取得部３２０で取得された通常光画像と、特殊光画像取得部３３０で取得さ
れた特殊光画像は出力画像生成部３４０に出力される。出力画像生成部３４０はこれら２
枚の画像から１枚の出力画像を生成して画像表示部に出力する。
【０２６８】
　通常光画像取得部３２０は、前述の図７に示すように、通常光画像生成部３２１と通常
光画像記憶部３２２を備えている。通常光画像生成部３２１は制御部３５０から送られて
くるトリガ信号により、フィルタＦ１が光路中に位置する期間を識別し、フィルタＦ１が
光路中に位置する期間内に第１撮像素子から送られてくるアナログ信号から変換されたデ
ジタル信号に対して画像処理を行い、通常光画像を生成する。具体的には、既存の補間処
理やホワイトバランス、色変換、階調変換等の処理を行い、通常光画像を生成して出力す
る。通常光画像記憶部３２２は、通常光画像生成部３２１から出力された通常光画像を記
憶する。
【０２６９】
　特殊光画像取得部３３０は、前述の図８に示すように、特殊光画像生成部３３１と特殊
光画像記憶部３３２を備えている。特殊光画像生成部３３１は制御部３５０から送られて
くるトリガ信号により、フィルタＦ２が光路中に位置する期間を識別し、フィルタＦ２が
光路中に位置する期間内に第２撮像素子から送られてくるアナログ信号から変換されたデ
ジタル信号に対して画像処理を行い、特殊光画像を生成する。本実施形態では特殊光画像
はモノクロの蛍光画像となる。具体的には、薬剤蛍光が集積した病変部から発生する蛍光
を取得した画像信号に対して、例えばゲイン調整や階調変換等の処理を行い、モノクロの
特殊光画像を生成して出力する。特殊光画像記憶部３３２は、特殊光画像生成部３３１か
ら出力された特殊光画像を記憶する。
【０２７０】
　図４０は光路中に位置するフィルタの種類と、通常光画像記憶部３２２及び特殊光画像
記憶部３３２で記憶される画像を示した図である。まずタイミング１で光路中にフィルタ
Ｆ１が挿入される。この時、照射される照明光は白色光であり、通常光画像記憶部３２２
には通常光画像がカラー画像として記憶され、特殊光画像記憶部３３２には画像が記憶さ
れない。次にタイミング２で光路中にフィルタＦ２が挿入される。この時、照射される照
明光は励起光であり、特殊光画像記憶部３３２には薬剤蛍光が集積した病変部から発生す
る蛍光がモノクロ画像として記憶され、通常光画像記憶部３２２には画像が記憶されない
。通常光画像記憶部３２２と特殊光画像記憶部３３２はそれぞれ複数枚の画像を記憶でき
るようになっている。
【０２７１】
　次に、本実施の形態における出力画像生成部３４０の具体的な構成について説明する。
図３８は出力画像生成部３４０の構成の一例を説明するブロック図である。出力画像生成
部３４０は、注目候補領域検出部３４１と、信頼度算出部３４２と、表示態様設定部３４
３と対応付け部３４４を備えている。
【０２７２】
　本実施の形態に置いては、通常光画像取得部３２０と特殊光画像取得部３３０で通常光
画像と特殊光画像が交互に取得されるため、対応付け部３４４はこれらの画像の対応付け
を行う。
【０２７３】
　ここで本実施の形態における対応付け部３４４の処理について具体的に説明する。図３
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９は通常光画像記憶部３２２に記憶された画像が取得されたタイミングと、特殊光画像部
３３２に記憶された画像が取得されたタイミングを示した図である。対応付け部３４４は
制御部３５０からの制御信号に従って、通常光画像記憶部３２２と特殊光画像記憶部３３
２から、画像が取得されたタイミングの差が最も小さくなる様に対応づけられた通常光画
像と特殊光画像を１枚ずつ読み出す。ここでは最初に読み出される画像はタイミング１で
取得された通常光画像とタイミング２で取得された特殊光画像であり、次に読み出される
画像はタイミング２で取得された特殊光画像とタイミング３で取得された通常光画像であ
る。対応付け部３４４はこのようにして画像の取得と同じタイミング間隔で通常光画像と
特殊光画像の両方を取得することができる。
【０２７４】
　また、対応付け部３４４は既存の対応付け方法を用いて対応付けを行ってもよい。具体
的な対応付け方法を図４１、図４２に示す。図４１では、タイミングＴ１で白色光が、タ
イミングＴ２で励起光が照射される。これによりタイミングＴ１で通常光画像が、タイミ
ングＴ２で特殊光画像が得られる。タイミングＴ２ではさらに第１撮像素子２５０を用い
ることで通常光画像を取得することも可能である（図４０では不図示）。ここでタイミン
グＴ１での通常光画像と、タイミングＴ２での通常光画像との間の動きベクトルを算出す
ることで、タイミングＴ１の通常光画像とタイミングＴ２の特殊光画像との対応付けをす
ることができる。
【０２７５】
　また、図４２に示すように、タイミングＴ１とタイミングＴ３で照射される白色光から
得られた通常光画像の間で、動きベクトルを算出してもよい。このようにすればタイミン
グＴ２で通常光画像が得られていなくても、動きベクトルを算出することが可能になる。
この場合タイミングの間隔ΔＴ１及びΔＴ２を用いることで、タイミングＴ１の通常光画
像とタイミングＴ２の特殊光画像との対応付けをすることができる。
【０２７６】
　その後、対応づけられた通常光画像は表示態様設定部３４３に出力される。また、対応
づけられた特殊光画像は注目候補領域検出部３４１と、表示態様設定部３４３に出力され
る。注目候補領域検出部３４１は、特殊光画像取得部３３０から出力された特殊光画像を
用いて注目領域を検出し、注目領域情報を信頼度算出部３４２と表示態様設定部３４３に
出力する。信頼度算出部３４２は表示態様設定部３４３に接続される。制御部３５０は、
注目候補領域検出部３４１と、信頼度算出部３４２と、表示態様設定部３４３と、対応付
け部３４４に双方向に接続されていて、これらを制御するようになっている。また、表示
態様設定部３４３は、通常光画像取得部３２０から出力される通常光画像及び特殊光画像
取得部３３０から出力される特殊光画像から画像を選択し、表示部４００に画像を出力す
る。さらに表示態様設定部３４３は、注目候補領域検出部３４１から出力される注目領域
情報に基づいて、通常光画像もしくは特殊光画像を加工したうえで表示部４００に画像を
出力することもできる。
【０２７７】
　注目候補領域検出部３４１、信頼度算出部３４２及び表示態様設定部３４３については
第１の実施形態、第２の実施形態又は第３の実施形態と同様である。なお、本実施の形態
における特殊光画像は前述のようにモノクロの蛍光画像になるため、注目候補領域検出部
３４１で使用する特徴量としては、例えば蛍光画像の輝度値を使用すればよい。
【０２７８】
　本実施の形態においては、２種類の照明光を使用しているが、３種類以上の照明を使用
しても問題は無く、例えば図４３に示すような回転フィルタを使用してもよい。ここでフ
ィルタＦ１は白色光、フィルタＦ２はＣｙ５のような蛍光薬剤に対する第１励起光、フィ
ルタＦ３はさらに異なる蛍光薬剤に対する第２励起光をそれぞれ透過するフィルタである
。この場合、例えば第１励起光照明時に第２撮像素子で取得される蛍光画像と第２励起光
照明時に第２撮像素子で取得される蛍光画像の２種類の蛍光画像から疑似カラー処理を行
い、特殊光画像を生成することが出来る。この時、注目候補領域検出部３４１で使用する
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特徴量としては、例えば第１の実施形態及び第２の実施形態と同様に色相Ｈの値を使用し
てもよいし、それ以外の輝度・色情報を使用してもよい。なお、この場合にはバリアフィ
ルタを、第１励起光と第２励起光遮断しつつそれぞれの励起光に対する蛍光を透過するよ
うな特性に変更する必要がある。
【０２７９】
　また、本実施の形態では蛍光薬剤を使用したが、例えば従来、ＡＦＩ(Auto Fluorescen
ce Imaging)として知られている技術のように、生体中のコラーゲンから発生する自家蛍
光を観察するような構成にしてもよい。この場合は励起光として３９０～４７０ｎｍの波
長帯域の光を使用し、バリアフィルタを４９０～６２５ｎｍの波長帯域の光を透過するよ
うな特性に変更すればよい。さらにこれに加えて、血液中のヘモグロビンに吸収される５
４０～５６０ｎｍの波長帯域の光を照明光として使用し、その反射光画像と前述の自家蛍
光画像から疑似カラー画像を生成し、特殊光画像として使用してもよい。
【０２８０】
　さらに、例えば従来、ＩＲＩ(Infra Red Imaging)として知られている技術のように、
ＩＣＧを静脈注射した上で２つの赤外光（７９０～８２０ｎｍ及び９０５～９７０ｎｍの
波長帯域の光）を照明光として使用し、それらの反射光画像から疑似カラー画像を生成し
、特殊光画像として使用してもよい。
【０２８１】
　また、本実施の形態では、画像処理部３００を構成する各部をハードウェアで構成する
こととしたが、第１の実施形態と同様に、予め取得された画像に対して、ＣＰＵが各部の
処理を行う構成とし、ＣＰＵがプログラムを実行することによってソフトウェアとして実
現することとしてもよい。あるいは、各部が行う処理の一部をソフトウェアで構成するこ
ととしてもよい。
【０２８２】
　各部が行う処理の一部をソフトウェアで構成する場合の一例として、予め取得された通
常光画像と特殊光画像に対して、図３８の出力画像生成部３４０の処理をソフトウェアで
実現する場合の処理手順を、図４４のフローチャートを用いて説明する。
【０２８３】
　本実施の形態では通常光画像と特殊光画像が交互に取得されているため、まずそれぞれ
の画像を取得したタイミング情報に基づいて前述の方法でこれらの画像の対応付けを行う
(Ｓ６１)。次に特殊光画像をメモリに読み込み(Ｓ６２)、この特殊光画像と対応づけられ
た通常光画像をメモリに読み込む(Ｓ６３)。注目領域検出ステップ(Ｓ６４)及び表示態様
決定ステップ(Ｓ６５)は、第１の実施形態、第２の実施形態もしくは第３の実施形態と同
様である。そして、すべての画像に対して一連の処理が完了した場合は処理を終了し、未
処理の画像が残っている場合は同様の処理を継続する(Ｓ６６)。
【０２８４】
　以上の本実施形態では、出力画像生成部３４０は、第１の画像を識別する第１の識別情
報と、第２の画像を識別する第２の識別情報に基づいて、第１の画像と第２の画像の対応
付けを行う対応付け部３４４を含む。
【０２８５】
　これにより、第１の画像と第２の画像の撮像のタイミングがずれてしまっているときに
も、第１の画像と第２の画像の対応付けを明確に行うことが可能になる。対応付けを行う
理由としては、注目領域（具体的には病変部）を検出するのは第２の画像であり、画像の
加工を行うのは第１の画像であることがあげられる。つまり第１の画像の病変部に対して
加工をしたいのに、第１の画像と第２の画像がずれてしまっていたら、見当違いの位置に
加工をしてしまうことになりかねない。従って第１の画像と第２の画像が同時に取得でき
る場合には特に問題にはならないが、本実施形態のようにずれが生じる場合には対応付け
を行った方がよいと言える。
【０２８６】
　また、第１画像取得部は白色光画像を取得し、第２の画像取得部は特定の波長帯域を有
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する光源を用いた画像を取得する。そして第１の識別情報とは、第１の画像を撮像したタ
イミングの情報であり、第２の識別情報とは、第２の画像を撮像したタイミングの情報で
ある。その上で対応付け部は、第１の画像の撮像タイミングと第２の画像の撮像タイミン
グが時間的に近い、第１の画像と第２の画像を対応づける。
【０２８７】
　これにより、時間的に近い２枚の画像が対応づけられる。具体的には図３９では、タイ
ミング１の通常光画像とタイミング２の特殊光画像、タイミング２の特殊光画像とタイミ
ング３の通常光画像が対応づけられることになる。したがって位置ずれを小さく押さえる
ことが可能になり、第１の画像上で適切な位置を加工することができる。
【０２８８】
　また、第１の画像および第２の画像は生体内を写した生体内画像であってもよい。そし
て生体内画像に含まれる特定の波長帯域とは、蛍光物質が発する蛍光の波長帯域であって
もよい。具体的には４９０ｎｍ～６２５ｎｍの波長帯域である。
【０２８９】
　これにより、ＡＦＩと呼ばれる蛍光観察が可能となる。励起光（３９０ｎｍ～４７０ｎ
ｍ）を照射することで、コラーゲンなどの蛍光物質からの自家蛍光を観察することができ
る。このような観察では病変を正常粘膜とは異なった色調で強調表示することができ、病
変部の見落としを抑止すること等が可能になる。なお４９０ｎｍ～６２５ｎｍという数字
は、前述の励起光を照射した際、コラーゲンなどの蛍光物質が発する自家蛍光の波長帯域
を示したものである。ただし、この場合の波長帯域はこれに限定されず、例えば蛍光物質
が発する蛍光の波長帯域に関する実験結果等の変動要因により、波長帯域の下限値が０～
１０％程度減少し、上限値が０～１０％程度上昇することも考えられる。また、ヘモグロ
ビンに吸収される波長帯域（５４０ｎｍ～５６０ｎｍ）を同時に照射し、擬似カラー画像
を生成してもよい。
【０２９０】
　また、第１の画像および第２の画像は生体内を写した生体内画像であってもよい。そし
て生体内画像に含まれる特定の波長帯域とは、赤外光の波長帯域であってもよい。具体的
には７９０ｎｍ～８２０ｎｍまたは９０５ｎｍ～９７０ｎｍの波長帯域である。
【０２９１】
　これにより、ＩＲＩと呼ばれる赤外光観察が可能となる。赤外光が吸収されやすい赤外
指標薬剤であるＩＣＧ（インドシアニングリーン）を静脈注射した上で、上記波長帯域の
赤外光を照射することで、人間の目では視認が難しい粘膜深部の血管や血流情報を強調表
示することができ、胃癌の深達度診断や治療方針の判定などが可能になる。なお７９０ｎ
ｍ～８２０ｎｍという数字は赤外指標薬剤の吸収がもっとも強いという特性から、９０５
ｎｍ～９７０ｎｍという数字は赤外指標薬剤の吸収がもっとも弱いという特性から求めら
れたものである。ただし、この場合の波長帯域はこれに限定されず、例えば赤外指標薬剤
の吸収に関する実験結果等の変動要因により、波長帯域の下限値が０～１０％程度減少し
、上限値が０～１０％程度上昇することも考えられる。
【０２９２】
　以上、本発明を適用した５つの実施の形態１～５およびその変形例について説明したが
、本発明は、各実施の形態１～５やその変形例そのままに限定されるものではなく、実施
段階では、発明の要旨を逸脱しない範囲内で構成要素を変形して具体化することができる
。また、上記した各実施の形態１～５や変形例に開示されている複数の構成要素を適宜組
み合わせることによって、種々の発明を形成することができる。例えば、各実施の形態１
～５や変形例に記載した全構成要素からいくつかの構成要素を削除してもよい。さらに、
異なる実施の形態や変形例で説明した構成要素を適宜組み合わせてもよい。このように、
発明の主旨を逸脱しない範囲内において種々の変形や応用が可能である。
【０２９３】
　また、明細書又は図面において、少なくとも一度、より広義または同義な異なる用語（
第１の画像、第２の画像等）と共に記載された用語（通常光画像、特殊光画像等）は、明
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細書又は図面のいかなる箇所においても、その異なる用語に置き換えることができる。
【符号の説明】
【０２９４】
１００　光源部、１１０　白色光源、１２０　集光レンズ、１３０　回転フィルタ
２００　挿入部、２１０　ライトガイドファイバ、２２０　照明レンズ、
２３０　対物レンズ、２４０　ハーフミラー、２５０　第１撮像素子、
２６０　第２撮像素子、２７０　バリアフィルタ、２８０　ダイクロイックミラー、
３００　画像処理部、３１０　ＡＤ変換部、３１０ａ　ＡＤ変換部、
３１０ｂ　ＡＤ変換部、３２０　通常光画像取得部、３２１　通常光画像生成部、
３２２　通常光画像記憶部、３３０　特殊光画像取得部、３３１　特殊光画像生成部、
３３２　特殊光画像記憶部、３３３　信号抽出部、３３４　マトリクスデータ設定部、
３４０　出力画像生成部、３４１　注目候補領域検出部、３４２　信頼度算出部、
３４３　表示態様設定部、３４４　対応付け部、３４５　優先度設定部、
３５０　制御部、４００　表示部、５００　外部Ｉ／Ｆ部、
６００　コンピューターシステム、６１０　本体部、６１１　ＣＰＵ、６１２　ＲＡＭ、
６１３　ＲＯＭ、６１４　ＨＤＤ、６１５　ＣＤ－ＲＯＭドライブ、
６１６　ＵＳＢポート、６１７　Ｉ／Ｏインターフェース、
６１８　ＬＡＮインターフェース、６２０　ディスプレイ、６２１　表示画面、
６３０　キーボード、６４０　マウス、６５０　モデム、６６０　ＣＤ－ＲＯＭ、
６７０　ＵＳＢメモリ、６８１　ＰＣ、６８２　サーバ、６８３　プリンタ、
３４１１　局所領域設定部、３４１２　特徴量算出部、３４１３　分類部、
３４１４　領域設定部、３４３１　加工部、３４３２　選択部、
３４３１１　注目情報設定部、３４３１２　合成比設定部、３４３１３　領域選出部、
３４３１４　領域加工部、３４３１５　輝度変換部、
Ｎ１　ＬＡＮ／ＷＡＮ、Ｎ３　公衆回線
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(42) JP 5658873 B2 2015.1.28

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】



(43) JP 5658873 B2 2015.1.28

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(44) JP 5658873 B2 2015.1.28

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(45) JP 5658873 B2 2015.1.28

【図１９】 【図２０】

【図２１】

【図２２】

【図２３】

【図２４】



(46) JP 5658873 B2 2015.1.28

【図２５】 【図２６】

【図２７】

【図２８】

【図２９】



(47) JP 5658873 B2 2015.1.28

【図３０】 【図３１】

【図３２】 【図３３】



(48) JP 5658873 B2 2015.1.28

【図３４】 【図３５】

【図３６】

【図３７】

【図３８】

【図３９】

【図４０】



(49) JP 5658873 B2 2015.1.28

【図４１】 【図４２】

【図４３】

【図４４】



(50) JP 5658873 B2 2015.1.28

10

フロントページの続き

    審査官  原　俊文

(56)参考文献  特開２００８－０９３１７２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－１４８９８７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－３１９６９５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００６－５２５４９４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－２５５３２４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－１０４０１１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　　１／００－１／３２　　　　
              Ｇ０６Ｔ　　　１／００　　　　



专利名称(译) 图像处理设备，电子设备，内窥镜系统

公开(公告)号 JP5658873B2 公开(公告)日 2015-01-28

申请号 JP2009260388 申请日 2009-11-13

[标]申请(专利权)人(译) 奥林巴斯株式会社

申请(专利权)人(译) 奥林巴斯公司

当前申请(专利权)人(译) 奥林巴斯公司

[标]发明人 森田恵仁
吉野浩一郎

发明人 森田 恵仁
吉野 浩一郎

IPC分类号 A61B1/00 A61B1/04 G06T1/00

CPC分类号 H04N7/18 A61B1/00009 A61B1/043 A61B1/0638 A61B1/0646 A61B5/0084 G06T7/0012 G06T2207
/10068 G06T2207/10152

FI分类号 A61B1/00.300.D A61B1/04.370 G06T1/00.290.Z A61B1/00.511 A61B1/00.512 A61B1/00.513 A61B1
/00.520 A61B1/00.550 A61B1/04 A61B1/045.610 A61B1/045.615 A61B1/045.618 A61B1/045.622 
G06T7/00.612 H04N7/18.M

F-TERM分类号 4C061/CC06 4C061/LL02 4C061/LL08 4C061/MM01 4C061/MM05 4C061/NN01 4C061/NN05 4C061
/PP12 4C061/QQ02 4C061/QQ04 4C061/SS11 4C061/SS21 4C061/WW02 4C061/WW04 4C061
/WW08 4C061/WW10 4C061/WW14 4C161/CC06 4C161/DD07 4C161/LL02 4C161/LL08 4C161
/MM01 4C161/MM05 4C161/NN01 4C161/NN05 4C161/PP12 4C161/QQ02 4C161/QQ04 4C161/SS11 
4C161/SS21 4C161/TT15 4C161/WW02 4C161/WW04 4C161/WW08 4C161/WW10 4C161/WW14 
4C161/WW19 5B057/AA07 5B057/BA02 5B057/CA01 5B057/CA08 5B057/CA12 5B057/CA16 5B057
/CB01 5B057/CB08 5B057/CB12 5B057/CB16 5B057/CE08 5B057/DA08 5B057/DA16 5B057/DB02 
5B057/DB06 5B057/DB09 5B057/DC04 5B057/DC25 5C054/CA01 5C054/CA04 5C054/FC11 5C054
/FC12 5C054/HA12 5L096/AA02 5L096/BA06 5L096/BA13 5L096/CA05 5L096/DA04

代理人(译) 黑田靖
井上 一

其他公开文献 JP2011104016A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

甲获取对应于特定波长范围和对应于白色的光的波长区域中的第一图像的第二图像，提供一种能够设置输出图像的适当的显示模式
的图像处理装置。 一种图像处理装置，包括：第一图像获取单元，用于获取包括具有白光波长带信息的被摄体图像作为第一图像的
图像，以及第二图像获取单元用于获取图像包括的对象图像，作为第二图像和（330），基于所述像素的第二图像中的特征量，聚
焦的候选区域作为候选区域值得注意第二图像获取单元要检测的目标候选区域检测单元341，用于计算表示检测到的关注候选区域
是关注区域的概率的可靠性的可靠度计算单元342，以及输出图像并且显示模式设置部分343用于执行设置显示模式的显示模式的
处理。 9系统技术领域

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/33deb3ca-e177-4522-a780-7cb76ad68d64
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/043991631/publication/JP5658873B2?q=JP5658873B2



